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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケット処理方法であって、当該方法は、
　制御デバイスによって、サーバによって送信された第１パケットを受信し、前記第１パ
ケットは、端末デバイスのサービス識別子に対応するネットワーク・スライスの識別子を
有し、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記ネットワーク・スライスを識別
するために使用される、ことと、
　前記制御デバイスによって、前記ネットワーク・スライスの前記識別子に基づき、前記
ネットワーク・スライスの前記識別子に対応する前記ネットワーク・スライスのパラメー
タ情報を決定することと、
　前記制御デバイスによって前記パラメータ情報に基づき、第１エッジ・ノードから第２
エッジ・ノードへの転送パスを決定することと、
　前記制御デバイスによって、前記転送パスに含まれる転送リソースを前記ネットワーク
・スライスの転送リソースに加え、前記転送パスは、前記端末デバイスからのパケットが
前記ネットワーク・スライスの転送リソースを用いて転送されることを可能にするように
、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を運ぶ前記パケットを転送するために使用さ
れ、該パケットは、前記サービス識別子によって識別されるサービスに対応するサービス
・パケットである、ことと
　を有する、方法。
【請求項２】
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　前記第１パケットは、前記端末デバイスの識別子を更に有し、当該方法は、
　前記制御デバイスによって、前記端末デバイスの識別子に基づき第２パケットを前記端
末デバイスへ送信することを更に有し、
　前記第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの識別子を有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に有し、
　制御デバイスによって第１パケットを受信することの後で、当該方法は、
　前記制御デバイスによって、前記位置情報に基づきインターネット・プロトコル（ＩＰ
）アドレスを前記端末デバイスへ割り当てることを更に有する、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記パラメータ情報は、サービスが送られる必要があるコア・ネットワークのゲートウ
ェイのアドレスを含み、
　前記制御デバイスによって前記パラメータ情報に基づき、第１エッジ・ノードから第２
エッジ・ノードへの転送パスを決定することより前に、当該方法は、
　前記制御デバイスによって、前記パラメータ情報に基づき、前記コア・ネットワークの
前記ゲートウェイへパケットを送出可能である前記第２エッジ・ノードを決定することを
更に有する、
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　パケット処理方法であって、当該方法は、
　端末デバイスによって、第１パケットをサーバへ送信し、前記第１パケットは、前記端
末デバイスのサービス識別子を有し、前記第１パケットは、前記サービス識別子に対応す
るネットワーク・スライスの識別子を前記サーバに要求するために使用される、ことと、
　前記端末デバイスによって、前記サーバによって送信された第２パケットを受信し、前
記第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を有する、ことと、
　前記端末デバイスによって、第３パケットを転送デバイスへ送信し、前記第３パケット
は、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を有し、前記ネットワーク・スライスの前
記識別子は、前記転送デバイスに、前記第３パケットを転送するために前記ネットワーク
・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために、使用される、ことと
　を有する、方法。
【請求項６】
　前記端末デバイスによって、第３パケットを転送デバイスへ送信することより前に、当
該方法は、
　前記端末デバイスによって、第４パケットを前記サーバへ送信し、前記第４パケットは
、前記端末デバイスの位置情報を有し、前記第４パケットは、インターネット・プロトコ
ル（ＩＰ）アドレスを前記サーバに要求するために使用される、ことと、
　前記端末デバイスによって、前記サーバによって送信された第５パケットを受信し、前
記第５パケットは、前記ＩＰアドレスを有し、前記ＩＰアドレスは、前記第３パケットの
発信元ＩＰアドレスとして使用される、ことと
　を更に有する、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　パケット処理方法であって、当該方法は、
　サーバによって、端末デバイスによって送信された第１パケットを受信し、前記第１パ
ケットは、前記端末デバイスのサービス識別子を有し、前記サーバに、前記サービス識別
子に対応するネットワーク・スライスの識別子を要求するために使用される、ことと、
　前記サーバによって、前記サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピン
グ関係のエントリに基づき、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を決定することと
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、
　前記サーバによって、第２パケットを前記端末デバイスへ送信し、前記第２パケットは
、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を有する、ことと
　を有し、
　前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記端末デバイスによって送られた、前
記サービス識別子によって識別されるサービスに対応するサービス・パケットを転送する
よう構成される転送デバイスに、前記ネットワーク・スライスの転送リソースを使用して
前記サービス・パケットを転送するよう指示するために、使用される、方法。
【請求項８】
　前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に有し、当該方法は、
　前記サーバによって、前記位置情報に基づき、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ア
ドレスを前記端末デバイスへ割り当てることを更に有する、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　制御デバイスであって、
　当該制御デバイスは、受信ユニット、決定ユニット、パス確立ユニット、及び処理ユニ
ットを有し、
　前記受信ユニットは、サーバによって送信された第１パケットを受信するよう構成され
、前記第１パケットは、端末デバイスのサービス識別子に対応するネットワーク・スライ
スの識別子を有し、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記ネットワーク・ス
ライスを識別するために使用され、
　前記決定ユニットは、前記第１パケット内の前記ネットワーク・スライスの前記識別子
に基づき、前記ネットワーク・スライスの前記識別子に対応する前記ネットワーク・スラ
イスのパラメータ情報を決定するよう構成され、
　前記パス確立ユニットは、前記決定ユニットによって決定された前記パラメータ情報に
基づき、第１エッジ・ノードから第２エッジ・ノードへの転送パスを決定するよう構成さ
れ、
　前記処理ユニットは、前記パス確立ユニットによって決定された前記転送パスに含まれ
る転送リソースを前記ネットワーク・スライスの転送リソースに加えるよう構成され、前
記転送パスは、前記端末デバイスからのパケットが前記ネットワーク・スライスの転送リ
ソースを用いて転送されることを可能にするように、前記ネットワーク・スライスの前記
識別子を運ぶパケットを転送するために使用され、該パケットは、前記サービス識別子に
よって識別されるサービスに対応するサービス・パケットである、
　制御デバイス。
【請求項１０】
　前記第１パケットは、前記端末デバイスの識別子を更に有し、当該制御デバイスは、送
信ユニットを更に有し、
　前記送信ユニットは、前記端末デバイスの識別子に基づき、第２パケットを前記端末デ
バイスへ送信するよう構成され、前記第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの識
別子を有する、
　請求項９に記載の制御デバイス。
【請求項１１】
　前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に有し、
　前記決定ユニットは、前記第１パケット内の前記位置情報に基づきインターネット・プ
ロトコル（ＩＰ）アドレスを前記端末デバイスへ割り当てるよう更に構成される、
　請求項１０に記載の制御デバイス。
【請求項１２】
　前記パラメータ情報は、サービスが送られる必要があるコア・ネットワークのゲートウ
ェイのアドレスを含み、
　前記パス確立ユニットは、前記第１エッジ・ノードから前記第２エッジ・ノードへの前
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記転送パスを決定することより前に、前記パラメータ情報に基づき、前記コア・ネットワ
ークの前記ゲートウェイへパケットを送出可能である前記第２エッジ・ノードを決定する
よう更に構成される、
　請求項９乃至１１のうちいずれか一項に記載の制御デバイス。
【請求項１３】
　端末デバイスであって、
　当該端末デバイスは、送信ユニット及び受信ユニットを有し、
　前記送信ユニットは、第１パケットをサーバへ送信するよう構成され、前記第１パケッ
トは、当該端末デバイスのサービス識別子を有し、前記第１パケットは、前記サービス識
別子に対応するネットワーク・スライスの識別子を前記サーバに要求するために使用され
、
　前記受信ユニットは、前記送信ユニットが前記第１パケットを送信した後に、前記サー
バによって送信された第２パケットを受信するよう構成され、前記第２パケットは、前記
ネットワーク・スライスの前記識別子を有し、
　前記送信ユニットは、前記受信ユニットが前記第２パケットを受信した後に、第３パケ
ットを転送デバイスへ送信するよう更に構成され、前記第３パケットは、前記ネットワー
ク・スライスの前記識別子を有し、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記転
送デバイスに、前記第３パケットを転送するために前記ネットワーク・スライスの転送リ
ソースを使用するよう指示するために、使用される、
　端末デバイス。
【請求項１４】
　前記送信ユニットは、前記第３パケットを送信することより前に、第４パケットを前記
サーバへ送信するよう更に構成され、前記第４パケットは、当該端末デバイスの位置情報
を有し、前記第４パケットは、インターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレスを前記サー
バに要求するために使用され、
　前記受信ユニットは、前記送信ユニットが前記第４パケットを送信した後に、前記サー
バによって送信された第５パケットを受信するよう更に構成され、前記第５パケットは、
前記ＩＰアドレスを有し、前記ＩＰアドレスは、当該端末デバイスによって送信される前
記第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される、
　請求項１３に記載の端末デバイス。
【請求項１５】
　サーバであって、
　当該サーバは、受信ユニット、決定ユニット、及び送信ユニットを有し、
　前記受信ユニットは、端末デバイスによって送信された第１パケットを受信するよう構
成され、前記第１パケットは、前記端末デバイスのサービス識別子を有し、当該サーバに
、前記サービス識別子に対応するネットワーク・スライスの識別子を要求するために使用
され、
　前記決定ユニットは、前記サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピン
グ関係のエントリに基づき、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を決定するよう構
成され、
　前記送信ユニットは、第２パケットを前記端末デバイスへ送信するよう構成され、前記
第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を有し、前記ネットワーク・
スライスの前記識別子は、前記端末デバイスによって送られた、前記サービス識別子によ
って識別されるサービスに対応するサービス・パケットを転送する転送デバイスに、前記
ネットワーク・スライスの転送リソースを使用して前記サービス・パケットを転送するよ
う指示するために、使用される、
　サーバ。
【請求項１６】
　前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に有し、
　前記決定ユニットは、前記位置情報に基づき、インターネット・プロトコルＩＰアドレ
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スを前記端末デバイスへ割り当てるよう更に構成される、
　請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１７】
　プログラムが記録されている、コンピュータにより読出可能な記録媒体であって、
　前記プログラムは、実行される場合に、前記コンピュータが請求項１乃至８のうちいず
れか一項に記載の方法を実行することを可能にする、
　記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１６年６月１５日付けで中国特許庁に出願された、“PACKET　PROCESSING
　METHOD,　AND　DEVICE”と題された中国特許出願第２０１６１０４２７８６２．１号の
優先権を主張する。この中国特許出願は、その全文を参照により本願に援用される。
【０００２】
　［技術分野］
　本願は、通信分野に、特に、パケット処理方法及びデバイスに関係がある。
【背景技術】
【０００３】
　［背景］
　モバイル端末は、最初に、通信中に、無線信号の形でデータ・パケットを基地局へ送る
。基地局は、基地局とコア・ネットワーク（英語：core　network）内のゲートウェイと
の間に予め確立されたトンネルに基づき、トンネルによって必要とされるプロトコルに従
ってパケットに対して新しいカプセル化を実行し、次いで、パケットを、基地局へ接続さ
れた転送デバイスへ送って、ネットワーク・デバイスが位置するネットワーク内でパケッ
トが更に伝送されるようにする。
【０００４】
　第５世代（英語：5th　generation，略して５Ｇ）モバイル・ネットワーク（英語：5G
　mobile　network）は、数百万台のモバイル端末がネットワークにアクセスすることを
可能にする。例えば、ネットワークにアクセスする端末デバイスは、音声及び映像のサー
ビスに焦点を当てる携帯電話機であってよく、あるいは、様々なモノのインターネット（
英語：Internet　of　Things，略してＩｏＴ）機器であってもよい。異なったモバイル端
末又はモバイル端末の異なったサービスは、異なったネットワーク・クオリティ・オブ・
サービス（英語：Quality　of　Service，ＱｏＳ）要件を有している。例えば、映像サー
ビスは、比較的高い帯域幅を必要とし、自動運転及び遠隔手術のような遠隔操作サービス
は、帯域幅については一般的な要件を有するが、低遅延及び信頼性については極めて高い
要件を有している。予め確立されたトンネルのＱｏＳは固定されており、サービス要件に
基づき柔軟に調整され得ない。結果として、５Ｇモバイル・ネットワークにおける異なる
端末デバイスのインターネット・アクセス要件は満足され得ない。
【０００５】
　加えて、５Ｇモバイル・ネットワークでは、大量の端末デバイスがネットワークにアク
セスするので、基地局の配置に対して要件が課される。トンネル・ネゴシエーション及び
上位レイヤ・プロトコルのカプセルの機能を備える基地局は、比較的強い計算能力を有す
る必要がある。結果として、配置費用は高く、５Ｇネットワークにおける広範囲に及ぶ配
置のための要件は満足され得ない。
【発明の概要】
【０００６】
　［概要］
　本願の実施形態は、転送リソースがサービス要件に基づき調整され得ないという先行技
術の技術的問題を解決するよう、パケット処理方法、デバイス、及びシステムを提供する
。



(6) JP 6852096 B2 2021.3.31

10

20

30

40

50

【０００７】
　第１の態様に従って、本願の実施形態は、パケット処理方法を提供し、当該方法は：制
御デバイスによって、サーバによって送信された第１パケットを受信し、前記第１パケッ
トは、ネットワーク・スライスの識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの前記識別
子は、前記ネットワーク・スライスを識別するために使用される、ことと；
　前記制御デバイスによって、前記ネットワーク・スライスの前記識別子に基づき前記ネ
ットワーク・スライスのパラメータ情報を決定することと；
　前記制御デバイスによって前記パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッ
ジ・ノードから前記第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスを決定し、前記
第１エッジ・ノードは、端末デバイスによって送信されたパケットを前記第１ネットワー
クへ送信するよう構成され、前記第２エッジ・ノードは、前記端末デバイスによって送信
された前記パケットを第２ネットワークへ送信するよう構成される、ことと；
　前記制御デバイスによって、前記転送パスに含まれる転送リソースを前記ネットワーク
・スライスの転送リソースに加え、前記転送パスは、前記ネットワーク・スライスの前記
識別子を運ぶパケットを転送するために使用される、こととを含む。
【０００８】
　前述の解決法において、制御デバイスは、ネットワーク・スライスの識別子であって、
サーバによって送信される識別子に基づき、ネットワーク・スライスのパラメータ情報を
満足する転送パスを動的に確立して、制御デバイスが、ネットワーク内のサービス要件に
基づき、ネットワーク・スライスのための転送リソースを動的に決定し得るようにする。
このように、ネットワーク内の転送リソースは、異なる期間において要件に基づき異なる
ネットワーク・スライスのパケットを転送するために使用され得る。ネットワーク・スラ
イスの転送要件が変化する場合に、制御デバイスは、ネットワーク・スライスの転送リソ
ースを直ちに調整して、転送リソースを節約しながらネットワーク内の転送リソースが十
分に使用され得るようにすることができる。加えて、ネットワーク・スライスのパラメー
タ情報が変化する場合に、制御デバイスは、パラメータ情報の変化に基づき適時に然るべ
くネットワーク・スライスにおける転送リソースを調整して、ネットワーク柔軟性を改善
し得る。
【０００９】
　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの識別子を更に含み、当該方法は：
　前記制御デバイスによって、前記端末デバイスの識別子に基づき第２パケットを前記端
末デバイスへ送信することを更に含み、前記第２パケットは、前記ネットワーク・スライ
スの識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの識別子は、前記端末デバイスによって
第３パケットに加えられ、前記第１エッジ・ノードへ送信され、前記ネットワーク・スラ
イスの識別子は、前記第１エッジ・ノードに、前記第３パケットを転送するために前記ネ
ットワーク・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために、使用される。
【００１０】
　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に含み、
　前記制御デバイスによって前記パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッ
ジ・ノードから前記第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスを決定すること
より前に、当該方法は：
　前記制御デバイスによって、前記位置情報に基づき前記第１エッジ・ノードを決定する
ことを更に含む。
【００１１】
　端末デバイスの位置情報が取得され、位置情報に基づき転送パスの第１エッジ・ノード
が決定されることによれば、確立された転送パスは、端末デバイスのサービスを転送する
ために直接使用され得る。端末デバイスの位置が変化する場合に、転送パスは、端末デバ
イスの位置の変化に基づき更に調整され、それによって、ネットワーク柔軟性を更に改善
し得る。
【００１２】
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　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に含み、制御デバイス
によって第１パケットを受信することの後で、当該方法は：
　前記制御デバイスによって、前記位置情報に基づきインターネット・プロトコル（英語
：Internet　Protocol，略してＩＰ）アドレスを前記端末デバイスへ割り当てることを更
に含み、前記ＩＰアドレスは、前記端末デバイスによって送信される前記第３パケットの
発信元ＩＰアドレスとして使用され、前記第３パケットは、前記端末デバイスによって送
出されるサービス・パケットである。
【００１３】
　制御デバイスは、端末デバイスの位置情報に基づき、発信元ＩＰアドレスを端末デバイ
スに割り当てる。このように、端末デバイスと通信する遠隔のデバイスが戻りパケットを
端末デバイスへ送信する場合に、ネットワーク内の転送デバイスは、戻りパケットのあて
先ＩＰアドレスに基づき、どの基地局又は基地局へ接続されているどの転送デバイスに戻
りパケットが送信されるべきであるかを直接決定し得る。従って、端末デバイスと遠隔の
デバイスとの間で通信される双方向パケットの場合に、基地局は、他のＩＰヘッダ又は他
の上位レイヤ・プロトコル・ヘッダをパケットの外側レイヤにおいて再びカプセル化する
必要がない。これは、基地局によって必要とされる計算リソースを低減するのに役立つ。
【００１４】
　任意に、前記パラメータ情報は、前記第２エッジ・ノードの識別子を含み、前記制御デ
バイスによって前記パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッジ・ノードか
ら前記第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスを決定することより前に、当
該方法は：
　前記制御デバイスによって、前記パラメータ情報に基づき前記第２エッジ・ノードを決
定することを含む。
【００１５】
　第２エッジ・ノードは、パラメータ情報に予め記憶され、エッジ・ノードは、異なった
ネットワーク・スライスが異なったエッジ・ノードを有する場合に直ちに決定され得る。
【００１６】
　任意に、前記パラメータ情報は、クオリティ・オブ・サービス・パラメータを含み、相
応して、前記制御デバイスは、前記ＱｏＳパラメータに基づき前記転送パスを決定する。
【００１７】
　制御デバイスは、ＱｏＳパラメータに基づき転送パスを決定し、制御デバイスは、ネッ
トワーク・スライスのサービス転送要件に基づき、ネットワーク・スライスの転送パスの
ための転送リソースを柔軟に構成し得る。これは、ネットワーク・スライス上で転送され
るサービスに、要件を満足するＱｏＳ保証を与えるのに役立つ。
【００１８】
　第２の態様に従って、パケット処理方法が提供され、当該方法は：端末デバイスによっ
て、第１パケットをサーバへ送信し、前記第１パケットは、前記端末デバイスのサービス
識別子を含み、前記第１パケットは、前記サービス識別子に対応するネットワーク・スラ
イスの識別子を前記サーバに要求するために使用される、ことと；
　前記端末デバイスによって、前記サーバによって送信された第２パケットを受信し、前
記第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を含む、ことと；
　前記端末デバイスによって、第３パケットを転送デバイスへ送信し、前記第３パケット
は、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの前
記識別子は、前記転送デバイスに、前記第３パケットを転送するために前記ネットワーク
・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために、使用される、こととを含む。
【００１９】
　前述の解決法において、サービスを送信する前に、端末デバイスは、サーバに、サービ
ス・タイプに基づきネットワーク・スライスの識別子を端末デバイスに割り当てるよう要
求し、ネットワーク・スライスの識別子をパケットに加えて、パケットが、ネットワーク
・スライスの転送リソースを使用することによって転送されるようにする。ネットワーク
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・スライスにおける転送パスは、端末デバイスによって送出されることになっているサー
ビスによって必要とされる特性に基づき、構成される。従って、ネットワークは、異なる
端末デバイスのサービスのために異なるサービスを提供して、ネットワーク柔軟性及び転
送品質を改善することができる。
【００２０】
　任意に、前記端末デバイスによって第３パケットを転送デバイスへ送信することより前
に、当該方法は：
　前記端末デバイスによって、第４パケットを前記サーバへ送信し、前記第４パケットは
、前記端末デバイスの位置情報を含み、前記第４パケットは、ＩＰアドレスを前記サーバ
に要求するために使用される、ことと；
　前記端末デバイスによって、前記サーバによって送信された第５パケットを受信し、前
記第５パケットは、前記ＩＰアドレスを含み、前記ＩＰアドレスは、前記端末デバイスに
よって送信される前記第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される、こととを更
に含む。
【００２１】
　端末デバイスは、端末デバイスの位置に対応するソースＩＰアドレスを使用することに
よって、パケットを送信する。端末デバイスと通信する遠隔のデバイスが戻りパケットを
端末デバイスへ送信する場合に、ネットワーク内の転送デバイスは、戻りパケットのあて
先ＩＰアドレスに基づき、どの基地局又は基地局へ接続されているどの転送デバイスに戻
りパケットが送信されるべきであるかを直接決定し得る。従って、端末デバイスと遠隔の
デバイスとの間で通信される双方向パケットの場合に、基地局は、他のＩＰヘッダ又は他
の上位レイヤ・プロトコル・ヘッダをパケットの外側レイヤにおいて再びカプセル化する
必要がない。これは、基地局によって必要とされる計算リソースを低減するのに役立つ。
【００２２】
　第３の態様に従って、パケット処理方法が提供され、当該方法は：サーバによって、端
末デバイスによって送信された第１パケットを受信し、前記第１パケットは、前記端末デ
バイスのサービス識別子を含む、ことと；
　前記サーバによって、前記サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピン
グ関係のエントリに基づき、前記ネットワーク・スライスの識別子を決定することと；
　前記サーバによって、第２パケットを前記端末デバイスへ送信し、前記第２パケットは
、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの前記
識別子は、前記端末デバイスによって第３パケットに加えられ、転送デバイスへ送信され
、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記転送デバイスに、前記第３パケット
を転送するために前記ネットワーク・スライスの転送リソースを使用するよう指示するた
めに、使用される、こととを含む。
【００２３】
　前述の解決法において、サーバは、端末デバイスのサービス要件に基づき、対応するネ
ットワーク・スライスの識別子を端末デバイスへ割り当てて、端末デバイスによって送出
されるサービスが、ネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによって転送
されるようにする。ネットワーク・スライスにおける転送パスは、端末デバイスによって
送出されることになっているサービスによって必要とされる特性に基づき、構成される。
従って、ネットワークは、異なる端末デバイスのサービスのために異なるサービスを提供
して、ネットワーク柔軟性及び転送品質を改善することができる。
【００２４】
　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に含み、当該方法は：
　前記サーバによって、前記位置情報に基づき、ＩＰアドレスを前記端末デバイスへ割り
当てることを更に含み、前記ＩＰアドレスは、前記端末デバイスによって送信される前記
第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【００２５】
　サーバは、端末デバイスの位置情報に基づき、発信元ＩＰアドレスを端末デバイスへ割
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り当てる。端末デバイスと通信する遠隔のデバイスが戻りパケットを端末デバイスへ送信
する場合に、ネットワーク内の転送デバイスは、戻りパケットのあて先ＩＰアドレスに基
づき、どの基地局又は基地局へ接続されているどの転送デバイスに戻りパケットが送信さ
れるべきであるかを直接決定し得る。従って、端末デバイスと遠隔のデバイスとの間で通
信される双方向パケットの場合に、基地局は、他のＩＰヘッダ又は他の上位レイヤ・プロ
トコル・ヘッダをパケットの外側レイヤにおいて再びカプセル化する必要がない。これは
、基地局によって必要とされる計算リソースを低減するのに役立つ。
【００２６】
　第４の態様に従って、制御デバイスが提供される。当該制御デバイスは、受信ユニット
、決定ユニット、パス確立ユニット、及び処理ユニットを含み、
　前記受信ユニットは、サーバによって送信された第１パケットを受信するよう構成され
、前記第１パケットは、ネットワーク・スライスの識別子を含み、前記ネットワーク・ス
ライスの前記識別子は、前記ネットワーク・スライスを識別するために使用され、
　前記決定ユニットは、前記受信ユニットによって受信された前記第１パケット内の前記
ネットワーク・スライスの前記識別子に基づき、前記ネットワーク・スライスのパラメー
タ情報を決定するよう構成され、
　前記パス確立ユニットは、前記決定ユニットによって決定された前記パラメータ情報に
基づき、第１ネットワークの第１エッジ・ノードから前記第１ネットワークの第２エッジ
・ノードへの転送パスを決定するよう構成され、前記第１エッジ・ノードは、端末デバイ
スによって送信されたパケットを前記第１ネットワークへ送信するよう構成され、前記第
２エッジ・ノードは、前記端末デバイスによって送信された前記パケットを第２ネットワ
ークへ送信するよう構成され、
　前記処理ユニットは、前記パス確立ユニットによって決定された前記転送パスに含まれ
る転送リソースを前記ネットワーク・スライスの転送リソースに加えるよう構成され、前
記転送パスは、前記ネットワーク・スライスの前記識別子を運ぶパケットを転送するため
に使用される。
 
【００２７】
　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの識別子を更に含み、当該制御デバイ
スは、送信ユニットを更に含み、前記送信ユニットは、前記受信ユニットによって受信さ
れる前記端末デバイスの識別子に基づき、第２パケットを前記端末デバイスへ送信するよ
う構成され、前記第２パケットは、前記ネットワーク・スライスの識別子を含み、前記ネ
ットワーク・スライスの識別子は、前記端末デバイスによって第３パケットに加えられ、
前記第１エッジ・ノードへ送信され、前記ネットワーク・スライスの識別子は、前記第１
エッジ・ノードに、前記第３パケットを転送するために前記ネットワーク・スライスの転
送リソースを使用するよう指示するために、使用される。
【００２８】
　任意に、前記第１パケットは、前記端末デバイスの位置情報を更に含み、前記パス確立
ユニットは、前記第１ネットワークの前記第１エッジ・ノードから前記第１ネットワーク
の前記第２エッジ・ノードへの前記転送パスを決定することより前に、前記位置情報に基
づき前記第１エッジ・ノードを決定するよう更に構成される。
【００２９】
　任意に、前記決定ユニットは、前記第１パケット内の前記位置情報に基づきＩＰアドレ
スを前記端末デバイスへ割り当てるよう更に構成され、前記ＩＰアドレスは、前記端末デ
バイスによって送信される前記第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【００３０】
　任意に、前記パラメータ情報は、前記第２エッジ・ノードの識別子を含み、前記パス確
立ユニットは、前記第１ネットワークの前記第１エッジ・ノードから前記第１ネットワー
クの前記第２エッジ・ノードへの前記転送パスを決定することより前に、前記パラメータ
情報に基づき前記第２エッジ・ノードを決定するよう更に構成される。
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【００３１】
　第５の態様に従って、端末デバイスが提供される。当該端末デバイスは、送信ユニット
及び受信ユニットを含み、
　前記送信ユニットは、第１パケットをサーバへ送信するよう構成され、前記第１パケッ
トは、当該端末デバイスのサービス識別子を含み、前記第１パケットは、前記サービス識
別子に対応するネットワーク・スライスの識別子を前記サーバに要求するために使用され
、
　前記受信ユニットは、前記送信ユニットが前記第１パケットを送信した後に、前記サー
バによって送信された第２パケットを受信するよう構成され、前記第２パケットは、前記
ネットワーク・スライスの前記識別子を含み、
　前記送信ユニットは、前記受信ユニットが前記第２パケットを受信した後に、第３パケ
ットを転送デバイスへ送信するよう更に構成され、前記第３パケットは、前記ネットワー
ク・スライスの前記識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記転
送デバイスに、前記第３パケットを転送するために前記ネットワーク・スライスの転送リ
ソースを使用するよう指示するために、使用される。
【００３２】
　任意に、前記送信ユニットは、前記第３パケットを送信することより前に、第４パケッ
トを前記サーバへ送信するよう更に構成され、前記第４パケットは、当該端末デバイスの
位置情報を含み、前記第４パケットは、ＩＰアドレスを前記サーバに要求するために使用
され、
　前記受信ユニットは、前記送信ユニットが前記第４パケットを送信した後に、前記サー
バによって送信された第５パケットを受信するよう更に構成され、前記第５パケットは、
前記ＩＰアドレスを含み、前記ＩＰアドレスは、当該端末デバイスによって送信される前
記第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【００３３】
　第６の態様に従って、サーバが提供される。当該サーバは、受信ユニット、決定ユニッ
ト、及び送信ユニットを含み、
　前記受信ユニットは、端末デバイスによって送信された第１パケットを受信するよう構
成され、前記第１パケットは、前記端末デバイスのサービス識別子を含み、
　前記決定ユニットは、前記受信ユニットによって受信される前記サービス識別子とネッ
トワーク・スライスとの間のマッピング関係のエントリに基づき、前記ネットワーク・ス
ライスの識別子を決定するよう構成され、
　前記送信ユニットは、第２パケットを前記端末デバイスへ送信するよう構成され、前記
第２パケットは、前記ネットワーク・スライスのであって、前記決定ユニットによって決
定される前記識別子を含み、前記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記端末デバ
イスによって第３パケットに加えられ、転送デバイスへ送信され、前記ネットワーク・ス
ライスの前記識別子は、前記転送デバイスに、前記第３パケットを転送するために前記ネ
ットワーク・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために、使用される。
【００３４】
　第７の態様に従って、制御デバイスが提供される。当該制御デバイスは、プロセッサ及
びネットワーク・インターフェイスを含み、前記プロセッサは、第１の態様の方法におけ
る対応する機能を実行するよう構成される。前記ネットワーク・インターフェイスは、当
該制御デバイスと端末デバイス又はサーバとの間の通信を支援するよう構成されるととも
に、前述の方法に関連したパケットを送信又は受信するよう構成される。当該制御デバイ
スは、メモリを更に含んでよい。前記メモリは、前記プロセッサと結合されるよう構成さ
れ、実行のために前記プロセッサによって使用されるプログラム命令及びデータを記憶す
る。
【００３５】
　第８の態様に従って、端末デバイスが提供される。当該端末デバイスは、プロセッサ、
送信器及び受信器を含む。前記プロセッサは、第２の態様の方法における対応する機能を
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実行するよう構成される。前記送信器及び前記受信器は、当該端末デバイスと制御デバイ
ス又はサーバとの間の通信を支援するよう構成されるとともに、前述の方法に関連したパ
ケットを送信又は受信するよう構成される。当該端末デバイスは、メモリを更に含んでよ
い。前記メモリは、前記プロセッサと結合されるよう構成され、実行のために前記プロセ
ッサによって使用されるプログラム命令及びデータを記憶する。
【００３６】
　第９の態様に従って、サーバが提供される。当該サーバは、プロセッサ及びネットワー
ク・インターフェイスを含み、前記プロセッサは、第３の態様の方法における対応する機
能を実行するよう構成される。前記ネットワーク・インターフェイスは、当該サーバと端
末デバイス又は制御デバイスとの間の通信を支援するよう構成されるとともに、前述の方
法に関連したパケットを送信又は受信するよう構成される。当該サーバは、メモリを更に
含んでよい。前記メモリは、前記プロセッサと結合されるよう構成され、実行のために前
記プロセッサによって使用されるプログラム命令及びデータを記憶する。
【００３７】
　任意に、第１の態様、第４の態様、又は第７の態様のうちのいずれか１つに従って、前
記第１ネットワークは、トランスポート・ネットワークであり、前記第２ネットワークは
、コア・ネットワークである。
【００３８】
　任意に、第２の態様、第５の態様、又は第８の態様のうちのいずれか１つに従って、前
記ネットワーク・スライスの前記識別子は、前記第３パケットの仮想ローカル・エリア・
ネットワーク（Virtual　Local　Area　Network，ＶＬＡＮ）タグにおいて運ばれる。
【００３９】
　第１０の態様に従って、通信システムが提供される。当該通信システムは、前述の態様
における制御デバイス及びサーバ、又は前述の態様におけるサーバ及び端末デバイス、又
は前述の態様における制御デバイス、サーバ、及び端末デバイスを含む。
【００４０】
　前述の態様の全てにおいて、サービス・パケットを送信する前に、端末デバイスは、ネ
ットワーク・スライスの識別子を割り当てるようサーバに要求するためのリクエスト・パ
ケットをサーバへ送信する。サーバは、端末デバイスのサービス・タイプに基づきネット
ワーク・スライスの識別子を端末デバイスに割り当て、ネットワーク・スライスの識別子
を制御デバイスへ送信する。制御デバイスは、ネットワーク・スライスの識別子に基づき
ネットワーク・スライスのパラメータ情報を決定し、パラメータ情報に基づき転送パスを
決定する。次いで、制御デバイスは、転送パスに含まれる転送リソースをネットワーク・
スライスの転送リソースに加える。端末デバイスがサービス・パケットを送信する場合に
、サービス・パケットは、ネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによっ
て転送される。ネットワーク・スライスの転送リソースは動的に構成され、異なる端末デ
バイスによって送信されたパケットは、異なるネットワーク・スライスの転送リソースを
使用することによって、サービス要件に基づき転送される。異なる転送サービスは、転送
デバイス及び伝送リンクの配置コストを低減しながら、異なるサービスのために提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
　［図面の簡単な説明］
　本願の実施形態における技術的解決法をより明りょうに記載するよう、以下は、実施形
態を記載するために必要とされる添付の図面について簡単に説明する。明らかに、次の説
明における添付の図面は、本願の単にいくつかの実施形態を示し、当業者は、創造的な努
力なしで依然としてそれらの添付の図面から他の図面を導き出し得る。
【００４２】
【図１】本願の実施形態に従う可能な適用シナリオの概略図である。
【図２】本願の実施形態に従うパケット処理方法の略フローチャートである。
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【図３】本願の実施形態に従う他のパケット処理方法の略フローチャートである。
【図４】本願の実施形態に従う更なる他のパケット処理方法の略フローチャートである。
【図５】本願の実施形態に従う別の他のパケット処理方法の略フローチャートである。
【図６】本願の実施形態に従う別の他のパケット処理方法の略フローチャートである。
【図７】本願の実施形態に従う制御デバイスの略構造図である。
【図８】本願の実施形態に従う他の制御デバイスの略構造図である。
【図９】本願の実施形態に従う端末デバイスの略構造図である。
【図１０】本願の実施形態に従う他の端末デバイスの略構造図である。
【図１１】本願の実施形態に従うサーバの略構造図である。
【図１２】本願の実施形態に従う他のサーバの略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　［実施形態の説明］
　本願の実施形態で記載される適用シナリオは、本願の実施形態における技術的解決法を
より明りょうに記載するために使用されるが、本願の実施形態で提供される技術的解決法
を制限する意図はない。当業者は、ネットワーク・アーキテクチャの進化及び新しいサー
ビス・シナリオの出現とともに、本願の実施形態で提供される技術的解決法が同様の技術
的問題にも適用可能であると知り得る。
【００４４】
　本願の実施形態において、“ネットワーク・スライス（英語：network　slice）”は、
ネットワーク内の論理転送リソースの組である。転送リソースは、パケット転送プロセス
で使用される必要があるリソースである。例えば、転送リソースは、転送デバイスのリソ
ース及び伝送リンクのリソースを含むが制限されない。例えば、転送デバイスの記憶リソ
ース、転送デバイスの計算リソース、転送デバイスのインターフェイス、及び伝送リンク
の伝送リソースが、パケット転送プロセスで使用される必要がある。
【００４５】
　本願の実施形態において、“ノード”は転送デバイスであってよい。例えば、“ノード
”は、ルータ、スイッチ、光伝達網（英語：Optical　Transport　Network，略してＯＴ
Ｎ）デバイス、パケット伝達網（英語：Packet　Transport　Network，略してＰＴＮ）デ
バイス、又は波長分割多重化（英語：Wavelength　Division　Multiplexing，略してＷＤ
Ｍ）デバイスであってよい。
【００４６】
　本願の実施形態において、デバイス又はノードの間の“接続”関係は、“結合”関係又
は“通信”関係により置換され得る。
【００４７】
　本願の実施形態において、端末デバイスはユーザ機器（英語：User　Equipment，略し
てＵＥ）であってよい。例えば、端末デバイスは、ワイヤレス通信機能を備えている様々
な携帯型機器、車載機器、装着型機器、若しくは計算装置、又はワイヤレス・モデムへ接
続された他の処理装置を含んでよい。
【００４８】
　図１は、本願の実施形態に従う適用シナリオの概略図である。第１ネットワーク１０１
は、転送デバイス１０２、転送デバイス１０３、及び転送デバイス１０４を含む。転送デ
バイス１０２は基地局１０５へ接続されており、転送デバイス１０３は基地局１０６へ接
続されている。転送デバイス１０４は、第２ネットワーク１０７にある転送デバイス（図
１に図示せず。）へ接続されている。例えば、転送デバイス１０２、転送デバイス１０３
、及び転送デバイス１０４は、第１ネットワーク１０１のエッジ・ノードである。
【００４９】
　基地局１０５及び基地局１０６は、エリア内の端末デバイスのためのワイヤレス・アク
セス・サービスを別々に提供する。例えば、端末デバイス１０８は、基地局１０５がワイ
ヤレス・アクセス・サービスを提供するエリアにおいてネットワークにアクセスする。端
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末デバイス１０８は、送信されるべきデータを無線信号の形で基地局１０５へ送り、基地
局１０５は、無線信号を有線信号に変換し、パケットを有線信号の形で転送デバイス１０
２へ送って、パケットが伝送のために第１ネットワーク１０１に入るようにする。
【００５０】
　例において、第１ネットワーク１０１は、プロバイダ・ネットワーク（英語：provider
　network）におけるトランスポート・ネットワークであってよく、端末デバイスのデー
タを第２ネットワーク１０７へ転送するために使用される。第２ネットワーク１０７は、
プロバイダ・ネットワークにおけるコア・ネットワークであり、端末デバイスのための様
々なサービスを提供するために使用される。
【００５１】
　他の例においては、第１ネットワーク１０１及び第２ネットワーク１０７は、プロバイ
ダ・ネットワークにおいてボーダ・ゲートウェイ・プロトコル（英語：Border　Gateway
　Protocol，略してＢＧＰ）に従って定義された２つの自律システム（英語：Autonomous
　System，略してＡＳ）であってよい。
【００５２】
　一般的に現在使用されている通信ソリューションは、第２ネットワーク１０７が汎用パ
ケット無線サービス（英語：general　packet　radio　service，略してＧＰＲＳ）コア
・ネットワークであり、端末デバイスが携帯電話機であるところの例を使用することによ
って、以下で記載される。端末デバイスがインターネットにアクセスする前に、基地局は
、第１ネットワーク１０１においてＧＰＲＳトンネルを確立するためにＧＰＲＳトンネリ
ング・プロトコル（英語：GPRS　Tunneling　Protocol，略してＧＴＰ）を使用すること
によって、ＧＰＲＳコア・ネットワークのゲートウェイとネゴシエートする。端末デバイ
ス１０８は、送信されるべきデータに対してＩＰカプセル化を実行して、第１ＩＰデータ
・パケットを生成する。次いで、端末デバイスは、ロング・ターム・エボリューション（
英語：Long　Term　Evolution，略してＬＴＥ）無線プロトコル・スタック（英語：LTE　
Radio　Protocol　Stack）に従って、パケット・データ集中プロトコル（英語：Packet　
Data　Convergence　Protocol，略してＰＤＣＰ）ヘッダ、無線リンク制御（英語：Radio
　Link　Control，略してＲＬＣ）ヘッダ、媒体アクセス制御（英語：Media　Access　Co
ntrol，略してＭＡＣ）ヘッダ、及び物理層プロトコル・ヘッダを第１ＩＰデータ・パケ
ットの外層上で順にカプセル化して、第２データ・パケットを生成し、第２データ・パケ
ットを無線信号の形で基地局へ送る。基地局は、物理層プロトコル・ヘッダ、ＭＡＣヘッ
ダ、ＲＬＣヘッダ、及びＰＤＣＰヘッダをカプセルから取り出して、端末デバイスの第１
ＩＰデータ・パケットを取得する。次いで、基地局は、予め確立されたＧＰＲＳトンネル
に基づき、ＧＴＰヘッダ、ユーザ・データグラム・プロトコル（英語：User　Datagram　
Protocol，略してＵＤＰ）ヘッダ、及びＩＰヘッダを第１ＩＰデータ・パケットの外層上
で順にカプセル化して、第３データ・パケットを生成し、第３データ・パケットをＧＰＲ
Ｓコア・ネットワークのゲートウェイへトンネルを通じて送る。ゲートウェイは、第３デ
ータ・パケットのＩＰヘッダ、ＵＤＰヘッダ、及びＧＴＰヘッダをカプセルから取り出し
て、第１ＩＰデータ・パケットを取得し、次いで、第１ＩＰデータ・パケットを処理する
。
【００５３】
　前述のソリューションは、次の問題を抱えている。
【００５４】
　第１に、基地局がＧＰＲＳゲートウェイとトンネルを確立し、ＧＴＰヘッダ、ＵＤＰヘ
ッダ、及びＩＰヘッダのカプセル化を実施する場合に、基地局は、比較的強い計算能力及
びデータ処理機能を有している必要があり、従って、基地局の配置費用は高い。現在、計
算能力を備えるマクロ基地局は、５Ｇネットワーク環境における基地局の広範囲に及ぶ配
置のための要件に適応することができない。
【００５５】
　第２に、基地局が第１ネットワークにおいてＧＰＲＳゲートウェイとトンネルを予め確
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立した後、転送リソース、及びトンネルのＱｏＳクラスが決定される。５Ｇネットワーク
環境において、異なる端末デバイスのＱｏＳ要件は大きく異なっている。異なるトンネル
が異なるサービスのために予め確立され、各トンネルが対応する転送リソースを占有する
必要がある場合に、大量の転送デバイスが、要件を満足するために第１ネットワークにお
いて配置される必要があり、大量の転送デバイスを配置する費用は莫大である。
【００５６】
　前述の問題を解決するよう、図１に示されるように、本願のこの実施形態で提供される
適用シナリオでは、サーバ１０９及び制御デバイス１１０が更に含まれる。
【００５７】
　サーバ１０９は、基地局１０５及び基地局１０６への接続を別々に確立する。サーバ１
０９は、端末デバイス１０８のインターネット・アクセス要求に基づき、端末デバイス１
０８のサービス・タイプを取得し、端末デバイス１０８のための対応するネットワーク・
スライスを決定し、ＩＰアドレス及びネットワーク・スライスの識別子を端末デバイス１
０８に割り当てるよう構成される。
【００５８】
　制御デバイス１１０は、夫々の転送デバイス、例えば、第１ネットワーク１０１におけ
る転送デバイス１０２、転送デバイス１０３、及び転送デバイス１０４への接続を別々に
確立する。制御デバイス１１０は、更には、サーバ１０９への接続を確立する。サーバ１
０９は、端末デバイスのインターネット・アクセス要求に対応するネットワーク・スライ
スを決定し、ネットワーク・スライスの識別子を制御デバイス１１０へ送る。制御デバイ
ス１１０は、サーバ１０９によって送信されたネットワーク・スライスの識別子に基づき
、第１ネットワーク１０１におけるサービスのための伝送パスを展開する。
【００５９】
　例えば、制御デバイス１１０は、ソフトウェアにより定義されるネットワーキング（英
語：Software-Defined　Networking，略してＳＤＮ）コントローラであってよい。コント
ローラ１１０は、第１ネットワーク１０１における転送デバイスのトポロジ、夫々の転送
デバイスの転送リソース、及び夫々のネットワーク・スライスのパラメータ情報を保持す
る。コントローラ１１０は、ネットワーク・スライスのパラメータ情報に基づき端末デバ
イスのサービスのための転送パスを動的に決定し、転送パスの転送リソースをサービスに
対応するネットワーク・スライスに付加して、端末デバイスのサービスがそれらの転送リ
ソースを使用することによって第１ネットワーク１０１において転送されるようにする。
【００６０】
　例えば、サーバ１０９及び制御デバイス１１０は、独立した物理デバイスであってよく
、あるいは、同じ物理デバイス上の異なったソフトウェア又はハードウェア機能モジュー
ルであってもよい。確かに、代替的に、サーバ１０９又は制御デバイス１１０は、複数の
デバイスを含むクラスタであってもよい。
【００６１】
　図２は、本願の実施形態に従うパケット処理方法の略フローチャートを示す。例えば、
方法は、図１に示される適用シナリオに適用されてよい。図２に示される方法における端
末デバイスは、図１に示される端末デバイス１０８であってよい。図２に示される方法に
おけるサーバは、図１に示されるサーバ１０９であってよい。図２に示される方法におけ
る制御デバイスは、図１における制御デバイス１１０であってよい。図２に示される方法
における転送デバイスは、図１における転送デバイスであってよい。例えば、図２の方法
における第１エッジ・ノードは、図１の転送デバイス１０２であってよく、図２の方法に
おける第２エッジ・ノードは、図１の転送デバイス１０４であってよい。方法は、次のス
テップを含む。
【００６２】
　Ｓ２０１．端末デバイスは、第１パケットをサーバへ送り、第１パケットは、端末デバ
イスのサービス識別子を含み、第１パケットは、サービス識別子に対応するネットワーク
・スライスの識別子をサーバに要求するために使用される。



(15) JP 6852096 B2 2021.3.31

10

20

30

40

50

【００６３】
　Ｓ２０２．サーバは、端末デバイスによって送られた第１パケットを受信し、第１パケ
ットは、端末デバイスのサービス識別子を含む。
【００６４】
　Ｓ２０３．サーバは、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関
係のエントリに基づき、ネットワーク・スライスの識別子を決定する。
【００６５】
　Ｓ２０４．サーバは、第２パケットを端末デバイスへ送り、第２パケットは、ネットワ
ーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによ
って第３パケットに付加され、転送デバイスへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子
は、転送デバイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソ
ースを使用するよう指示するために使用される。
【００６６】
　Ｓ２０５．端末デバイスは、サーバによって送られた第２パケットを受信し、第２パケ
ットは、ネットワーク・スライスの識別子を含む。
【００６７】
　Ｓ２０６．サーバは、第４パケットを制御デバイスへ送る。
【００６８】
　Ｓ２０７．制御デバイスは、第４パケットを受信し、第４パケットは、ネットワーク・
スライスの識別子を含む。
【００６９】
　Ｓ２０８．制御デバイスは、ネットワーク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク
・スライスのパラメータ情報を決定する。
【００７０】
　Ｓ２０９．制御デバイスは、パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッジ
・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスを計算し、第１エッジ
・ノードは、端末デバイスによって送られたパケットを第１ネットワークへ送るよう構成
され、第２エッジ・ノードは、端末デバイスによって送られたパケットを第２ネットワー
クへ送るよう構成される。
【００７１】
　Ｓ２１０．制御デバイスは、第５パケットを転送デバイスへ送り、第５パケットは、転
送パスに関する情報を含む。
【００７２】
　Ｓ２１１．制御デバイスは、転送パスに含まれる転送リソースをネットワーク・スライ
スの転送リソースに加え、転送パスは、ネットワーク・スライスの識別子を運ぶパケット
を転送するために使用される。
【００７３】
　Ｓ２１２．端末デバイスは、第３パケットを転送デバイスへ送り、第３パケットは、ネ
ットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、転送デバイ
スに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用する
よう指示するために使用される。
【００７４】
　例えば、Ｓ２０１及びＳ２０２における第１パケットは、インターネットにアクセスす
る前に端末デバイスによってサーバへ送られるインターネット・アクセス要求であってよ
い。サービス識別子は、第１パケットのペイロードにおいて運ばれ得る。例えば、種類・
長さ・値（英語：Type-Length-Value，略してＴＬＶ）が第１パケットのペイロードにお
いて定義され、値フィールドがサービス識別子を運ぶために使用される。例えば、サービ
ス識別子００１は音声サービスを示し、サービス識別子００２は自動運転サービスを示す
。
【００７５】
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　例えば、Ｓ２０３で、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関
係のエントリは、サーバで予め保持されているエントリであってよい。例えば、サーバは
、複数のサービス識別子と複数のネットワーク・スライスの識別子との間の関係のマッピ
ング・テーブルを事前記憶する。サーバは、サービス識別子をキーワードとして使用する
ことによって対応するエントリをマッピング・テーブルから探し、エントリ内のネットワ
ーク・スライスの識別子を決定する。
【００７６】
　例えば、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関係は、要件に
基づき第１ネットワークのオペレータによって定義されてよい。１つのネットワーク・ス
ライスは、１種類以上の特定のサービスを転送するために使用される。
【００７７】
　例において、複数のサービス識別子が同じネットワーク・スライスに対応していてよい
。サーバで保持されている、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間にあるマッ
ピング関係テーブルにおいては、複数のサービス識別子が同じネットワーク・スライスの
識別子にマッピングされる。例えば、類似した重要業績評価指標（英語：Key　Performan
ce　Indicator，略してＫＰＩ）を有している複数のサービスは、同じネットワーク・ス
ライスにマッピングされる。例えば、自動運転サービス及び遠隔手術サービスは、類似し
た帯域幅要件及び類似した超低遅延要件を有しており、従って、同じネットワーク・スラ
イスにマッピングされ得る。
【００７８】
　他の例においては、複数のネットワーク・スライスが同じサービスに割り当てられてよ
い。具体的に言えば、サーバが、サービス識別子に基づき、他の予めセットされたルール
を参照してネットワーク・スライスの識別子を決定する場合に、サーバは、マッピング関
係テーブルから、第１パケットに含まれるサービス識別子に対応するネットワーク・スラ
イスの識別子を決定することができる。サービス・タイプ及びネットワーク・スライスが
マッピングされる様態は、本願のこの実施形態において制限されない。
【００７９】
　例えば、サーバがＳ２０３でネットワーク・スライスの識別子を決定した後、サーバは
、ネットワーク・スライスの識別子を第２パケットに書き込み、Ｓ２０４で第２パケット
を端末デバイスへ送り、且つ、ネットワーク・スライスの識別子を第４パケットに書き込
み、Ｓ２０６で第４パケットを制御デバイスへ送る。Ｓ２０４及びＳ２０６を実行する順
序は、本願のこの実施形態において制限されないことが留意されるべきである。
【００８０】
　任意に、例において、サーバは最初にＳ２０６を実行し、ネットワーク・スライスの識
別子を制御デバイスへ送る。制御デバイスは、ネットワーク・スライスの識別子に基づき
Ｓ２０７からＳ２１１を実行し、次いで、サーバに知らせるための応答パケットを送出す
る。それから、サーバはＳ２０４を実行する。これは、端末デバイスがＳ２０５でネット
ワーク・スライスの識別子を受け取った後に、第３パケットを転送デバイスへ送るステッ
プＳ２１２が直ちに実行される場合に、Ｓ２０９において転送パスが依然として決定され
ていない場合を回避することができる。確かに、制御デバイスが比較的速い速度でＳ２０
７からＳ２１１を実行する場合には、ステップの順序に対する前述の制限を使用する必要
性はない。
【００８１】
　任意に、他の例においては、Ｓ２０４は、代替的に、制御デバイスによって実行されて
もよい。例えば、Ｓ２１１を実行した後、制御デバイスは、端末デバイスの識別子に基づ
き、第２パケットを端末デバイスへ送る。第２パケットは、ネットワーク・スライスの識
別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによって第３パケットに
付加され、Ｓ２０９における第１エッジ・ノードへ送られ、そして、ネットワーク・スラ
イスの識別子は、第１エッジ・ノードに、第３パケットを転送するためにネットワーク・
スライスの転送リソースを使用するよう指示するために使用される。この例においては、
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制御デバイスは、端末デバイスの識別子に基づき端末デバイスのアドレスを取得すること
ができ、そして、第２パケットを端末デバイスへ送る。確かに、代替的に、端末デバイス
の識別子は、端末デバイスのアドレスであってよい。
【００８２】
　当業者は、端末デバイスによって使用される通信プロトコルが制御デバイスによって使
用される通信プロトコルとは異なる可能性があるので、Ｓ２０４における第２パケットに
含まれるネットワーク・スライスの識別子の特定のフォーマットが、Ｓ２０６における第
４パケットに含まれるネットワーク・スライスの識別子の特定のフォーマットとは異なる
可能性があると理解し得る。しかし、第２パケットに含まれるネットワーク・スライスの
識別子及び第４パケットに含まれるネットワーク・スライスの識別子は両方とも、同じネ
ットワーク・スライスを識別するために使用される。同様に、Ｓ２１０における第５パケ
ットに含まれるネットワーク・スライスの識別子並びに第２パケット及び第４パケットに
含まれるネットワーク・スライスの識別子も、同じネットワーク・スライスを識別するた
めに使用される。しかし、特定のフォーマットは、第２パケット又は第４パケットにおけ
るフォーマットと同じであってよく、あるいは、第２パケット又は第４パケットにおける
フォーマットと異なってもよい。
【００８３】
　例えば、Ｓ２０８で、制御デバイスがネットワーク・スライスの識別子に基づきネット
ワーク・スライスのパラメータ情報を決定することは、次の通りであってよい：制御デバ
イスは、複数のネットワーク・スライスの識別子及び各識別子に対応するネットワーク・
スライスのパラメータ情報を事前記憶し；そして、制御デバイスは、記憶されている内容
に基づき、第４パケットに含まれるネットワーク・スライスの識別子によって識別される
ネットワーク・スライスに対応するパラメータ情報を決定する。
【００８４】
　例えば、Ｓ２０９で制御デバイスによって計算される、第１ネットワークの第１エッジ
・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスは、Ｓ２０８で決定さ
れるネットワーク・スライスのパラメータ情報に基づき決定された転送パスである。
【００８５】
　例えば、ネットワーク・スライスのパラメータ情報は、帯域幅、遅延要件、及びパケッ
ト損失レート要件のような情報を含み、情報は、ＱｏＳ情報の形で表現されてよい。ネッ
トワーク・スライスのＱｏＳパラメータは、ネットワーク・スライスの転送リソースを使
用することによってネットワーク内で伝送されるサービスのＱｏＳであって、保証される
必要があるもの、例えば、ネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによっ
てネットワーク内で伝送されるサービスの帯域幅、パケット損失レート、及び遅延であっ
て、保証される必要があるものを定義する。例えば、第１ネットワークは、第１ネットワ
ーク・スライス及び第２ネットワーク・スライスを含む。第１ネットワーク・スライスは
、映像サービスを転送するために使用され、第１ネットワーク・スライスのＱｏＳ情報は
、次の通りである：サービス伝送帯域幅が８Ｇｂｉｔ／ｓであり、伝送遅延が１０ｍｓ未
満である。第２ネットワーク・スライスは、遠隔機械操作制御信号を転送するために使用
され、第２ネットワーク・スライスのＱｏＳ情報は、次の通りである：サービス伝送帯域
幅が１００Ｍｂｉｔ／ｓであり、伝送遅延が１ｍｓ未満である。例えば、第４パケットに
含まれるネットワーク・スライスの識別子が第１ネットワーク・スライスを識別する場合
に、制御デバイスがＳ２０９で転送パスを計算するときに、転送パスは第１ネットワーク
・スライスのＱｏＳ情報の要件を満足することが確かにされる必要がある。
【００８６】
　例えば、第１エッジ・ノード及び第２エッジ・ノードは、Ｓ２０８で決定されるパラメ
ータ情報及び／又は端末デバイスの関連情報に基づき、決定されてよい。
【００８７】
　例において、第４パケットは、端末デバイスの位置情報を更に含み、制御デバイスは、
位置情報に基づき第１エッジ・ノードを決定する。例えば、ネットワーク・アーキテクチ
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ャは図１に示される。第１ネットワーク１０１はトランスポート・ネットワークであり、
第２ネットワーク１０７はコア・ネットワークである。制御デバイス１１０は、端末デバ
イス１０８の位置情報に基づき、端末デバイス１０８が基地局１０５を使用することによ
ってネットワークにアクセスし、基地局１０５がパケットを第１ネットワーク１０１内の
転送デバイス１０２へ送り、パケットが第１ネットワーク１０１において転送されると決
定し、それにより、制御デバイス１１０は、第１エッジ・ノードが転送デバイス１０２で
あると決定する。可能な例において、位置情報は、端末デバイスのグローバル・ポジショ
ニング・システム（英語：global　positioning　system，略してＧＰＳ）情報であって
よい。制御デバイスは、端末デバイスのＧＰＳ情報に基づき、端末デバイスが基地局を使
用することによってネットワークにアクセスすると決定する。他の可能な例においては、
位置情報は、図３の方法を使用することによってサーバによって端末デバイスに割り当て
られたＩＰアドレスである。図３の方法において、ＩＰアドレスは、端末デバイスの位置
に基づき割り当てられる。従って、制御デバイスは、ＩＰアドレス、例えば、ＩＰアドレ
スのサブネット・セグメントに基づき、端末デバイスのパケットを第１ネットワークへ転
送するために使用される特定のエッジ転送デバイスを決定し得る。
【００８８】
　他の例においては、パラメータ情報は、第２エッジ・ノードの識別子を含み、制御デバ
イスは、パラメータ情報に基づき第２エッジ・ノードを決定する。なお依然として、図１
において第１ネットワーク１０１がトランスポート・ネットワークであり且つ第２ネット
ワーク１０７がコア・ネットワークであるところの例において、第１ネットワーク１０１
は、異なるサービス・パケットを異なるコア・ネットワークのゲートウェイへ転送する必
要がある。Ｓ２０８におけるネットワーク・スライスのパラメータ情報は、サービスが送
られる必要があるコア・ネットワークのゲートウェイのアドレスを含み、サービスは、ネ
ットワーク・スライスを使用することによって転送される。Ｓ２０９で、制御デバイス１
１０は、関連する転送エントリに基づき、第１ネットワーク１０１にある転送デバイス１
０４がパケットをコア・ネットワークのゲートウェイへ送出し得ると決定し、それにより
、制御デバイス１１０は、転送デバイス１０４が第２エッジ・ノードであると決定する。
【００８９】
　確かに、当業者は、第１ネットワークが代替的にプロバイダ・ネットワークにおけるＡ
Ｓであってもよいと理解し得る。この例においては、第１エッジ・ノード及び第２エッジ
・ノードが決定される様態は、トランスポート・ネットワークの例におけるそれと同様で
ある。詳細についてはかさねて記載されない。
【００９０】
　例において、Ｓ２０９で計算される転送パスは、新しい転送パスであってよい。例えば
、転送パスにおける一部又は全ての転送デバイス及び一部又は全ての伝送リンクは、Ｓ２
０９より前には、ネットワーク・スライスのパケットを転送するために使用されていない
。
【００９１】
　他の例においては、Ｓ２０９で計算される転送パスは、Ｓ２０９より前にネットワーク
・スライスのパケットを転送するために使用されたことがある転送パスであってもよい。
Ｓ２０９で転送パスを計算した後、制御デバイスは、第４パケットに基づき転送パスの帯
域幅を増大させる。例えば、第１ネットワーク・スライスは、映像サービスを伝送するた
めに使用される。転送デバイス１０２から転送デバイス１０４への転送パスは、図１では
第１ネットワークにおいて存在し、転送パスの転送リソースは第１ネットワーク・スライ
スに含まれ、３つの映像サービス端末デバイスが転送パスを通じてインターネットにアク
セスし得る。次いで、他の新しい端末デバイス１０８は、インターネット・アクセス要求
を送出する。Ｓ２０９で、端末デバイスのサービスは、同じ転送パスを通じて依然として
転送され、転送パスの帯域幅リソースは、４つの映像サービス端末デバイスが転送パスを
通じてインターネットにアクセスし得るように増大され得ると決定される。
【００９２】
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　例えば、制御デバイスは、各ネットワーク・スライスに含まれる転送リソースを保持す
る。ネットワーク・スライスの転送リソースは、ネットワーク・スライスを転送するため
に使用される転送デバイス及び伝送リンクを含むが制限されない。転送デバイスの転送リ
ソースは、異なるネットワーク・スライスによって同時に使用されてよい。例えば、転送
デバイスのインターフェイスは、１０Ｇｂｉｔ／ｓの帯域幅を供給可能であり、インター
フェイスは、転送デバイスのトラフィック・スケジューリング・メカニズムを使用するこ
とによって、第１ネットワーク・スライスのためには３Ｇｂｉｔ／ｓの帯域幅を供給し、
第２ネットワーク・スライスのためには７Ｇｂｉｔ／ｓの帯域幅を供給し、２つのネット
ワーク・スライスの遅延及びパケット損失レートのような特性のためには対応する保証を
供給し得る。従って、ネットワーク・スライスに含まれる転送リソースは、ネットワーク
・スライスを転送するために使用される転送デバイスによって含まれるインターフェイス
と、ネットワーク・スライスのパケットを転送するために各インターフェイスによって含
まれる帯域幅とを更に含んでよい。
【００９３】
　例えば、ネットワーク・スライスに含まれる転送リソースは、端末デバイスのサービス
転送要件に基づき制御デバイスによって動的に構成される。例えば、端末デバイスがイン
ターネット・アクセス要求を送出する場合に、制御デバイスは、端末デバイスによって送
出されるべきであるサービスのタイプに対応するネットワーク・スライスに基づき、端末
デバイスがサービスを送出する場合に必要とされる転送パスを確立し、転送パスの転送リ
ソースをネットワーク・スライスに加える。制御デバイスは、同じネットワーク・スライ
スにおける転送リソースを一元的に管理し、異なるネットワーク・スライスの転送リソー
スを別々に管理する。端末デバイスが、サービスを終了するための要求を送出するか、又
は転送パスのイングレス・ノードのエリアから出る場合に、制御デバイスは、転送パスの
転送リソースをネットワーク・スライスから削除して、転送パスの転送リソースが他のネ
ットワーク・リソースのサービスを伝送するために使用され得るようにする。
【００９４】
　例において、Ｓ２１０における転送デバイスは、Ｓ２０９における転送パス上の如何な
る転送デバイスであってもよい。制御デバイスは、転送パスに関する情報を転送パス上の
各転送デバイスへ送る。例えば、制御デバイスによって第１エッジ・ノードへ送られる、
転送パスに関する情報は、ネットワーク・スライスの識別子、転送パスの識別子、及び第
１エッジ・ノードの次ホップ・ノードを含んでよい。転送パス上の第１エッジ・ノード以
外の他のノードについては、制御デバイスによって他のノードへ送られる、転送パスに関
する情報は、転送パス上の他のノードの前ホップ・ノード及び次ホップ・ノード並びに転
送パスの識別子を含んでよい。
【００９５】
　他の例においては、Ｓ２１０における転送デバイスは、第１エッジ・ノード及び／又は
第２エッジ・ノードであってもよい。例えば、制御デバイスは、ただ、転送パスに関する
情報を第１エッジ・ノード及び／又は第２エッジ・ノードへ送出するだけである。転送パ
スは、第１エッジ・ノード及び／又は第２エッジ・ノードを使用することによって、転送
パスに関する情報に基づき確立される。この例においては、転送情報は、ネットワーク・
スライスの識別子と、転送パスを確立するために必要とされる転送リソースに関する情報
とを含んでよい。例えば、転送情報は、ネットワーク・スライスの識別子と、パス計算要
素プロトコル（英語：Path　Computation　Element　Protocol，略してＰＣＥＰ）におい
てパス計算クライアント（英語：Path　Computation　Client，略してＰＣＣ）によって
必要とされる情報とを含んでよい。
【００９６】
　例えば、Ｓ２１１で、制御デバイスが転送パスに含まれる転送リソースをネットワーク
・スライスの転送リソースに加えることは、ネットワーク・スライスに含まれており且つ
制御デバイスによって保持されている転送リソースを更新することを含んでよく、それに
より、更新後のネットワーク・スライスの転送リソースの組は、転送パスの転送リソース
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を含む。Ｓ２０４及びＳ２１２で述べられているように、転送デバイスが第３パケットを
転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用することは、転送デバイス
が、第３パケットを転送するために、Ｓ２１１での更新後のネットワーク・スライスの転
送リソースの組に含まれる転送リソースを使用することであってよい。
【００９７】
　例えば、Ｓ２１２で、端末デバイスは、Ｓ２０５で受信されるネットワーク・スライス
の識別子を第３パケットに加えてよい。例えば、第３パケットは、第１エッジ・ノードか
ら第１ネットワークへ送られる。第１エッジ・ノードは、第３パケットに含まれるネット
ワーク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク・スライスの転送リソース、例えば、
Ｓ２０９で計算された転送パスを使用して、第３パケットを転送する。第３パケットは、
サービス・パケットであってよく、サービスは、Ｓ２０１における第１パケットに含まれ
るサービス識別子によって識別されるサービスであってよい。任意に、ネットワーク・ス
ライスの識別子は、第３パケットの仮想ローカル・エリア・ネットワーク（英語：Virtua
l　Local　Area　Network，ＶＬＡＮ）タグにおいて運ばれる。
【００９８】
　前述のソリューションにおいて、サービス・パケットを送出する前に、端末デバイスは
、ネットワーク・スライスの識別子をサービス・タイプに基づき端末デバイスに割り当て
るようサーバに要求し、ネットワーク・スライスの識別子をサービス・パケットに加えて
、パケットがネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによって転送される
ようにする。ネットワーク・スライスにおける転送パスは、サービスによって必要とされ
る特性に基づき構成される。従って、ネットワークは、異なる端末デバイスのサービスの
ために異なるサービスを提供して、ネットワーク柔軟性及び転送品質を改善することがで
きる。
【００９９】
　その上、前述のソリューションにおいて、制御デバイスが、端末デバイスによって生成
されたサービス送出要求を受け取った後、サーバは、ネットワーク・スライスを端末デバ
イスに割り当て、制御デバイスは、ネットワーク・スライスのパラメータ情報を満足する
転送パスを動的に確立し、それにより、制御デバイスは、ネットワークにおけるサービス
要件に基づきネットワーク・スライスのための転送リソースを動的に決定し得る。このよ
うに、ネットワーク内の転送リソースは、異なる期間において要件に基づき異なるネット
ワーク・スライスのパケットを転送するために使用され得る。ネットワーク・スライスの
転送要件が変化する場合に、制御デバイスは、ネットワーク・スライスの転送リソースを
直ちに調整して、転送リソースを節約しながらネットワーク内の転送リソースが十分に使
用され得るようにすることができる。
【０１００】
　加えて、ネットワーク・スライスのパラメータ情報が変化する場合に、制御デバイスは
、パラメータ情報の変化に基づき適時に然るべくネットワーク・スライスにおける転送リ
ソースを調整して、ネットワーク柔軟性を改善し得る。
【０１０１】
　図３は、本願の実施形態に従うパケット処理方法のフローチャートを示す。例えば、方
法は、図１に示される適用シナリオに適用されてよい。図３の方法における端末デバイス
は、図１に示される端末デバイス１０８であってよい。図３に示されるサーバは、図１に
示されるサーバ１０９であってよい。方法は、次のステップを含む。
【０１０２】
　Ｓ３０１．端末デバイスは、第１パケットをサーバへ送り、第１パケットは、端末デバ
イスのサービス識別子を含み、第１パケットは、サービス識別子に対応するネットワーク
・スライスの識別子をサーバに要求するために使用される。
【０１０３】
　相応して、サーバは、端末デバイスから第１パケットを受信する。
【０１０４】
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　例えば、Ｓ３０１の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０１の実施と同じである。
【０１０５】
　Ｓ３０２．サーバは、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関
係のエントリに基づき、ネットワーク・スライスの識別子を決定する。
【０１０６】
　例えば、Ｓ３０２の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０３の実施と同じである。
【０１０７】
　Ｓ３０３．サーバは、第２パケットを端末デバイスへ送り、第２パケットは、ネットワ
ーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによ
って第３パケットに付加され、転送デバイスへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子
は、転送デバイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソ
ースを使用するよう指示するために使用される。
【０１０８】
　相応して、端末デバイスは、第２パケットを受信する。
【０１０９】
　例えば、Ｓ３０３の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０４の実施と同じである。
【０１１０】
　Ｓ３０４．端末デバイスは、第４パケットをサーバへ送り、第４パケットは、端末デバ
イスの位置情報を含み、第４パケットは、ＩＰアドレスをサーバに要求するために使用さ
れる。
【０１１１】
　相応して、サーバは、第４パケットを受信する。
【０１１２】
　例えば、位置情報は、ＧＰＳ情報であってよい。
【０１１３】
　例えば、第４パケットと、Ｓ３０１における第１パケットとは、同じパケットであって
よく、あるいは、異なるパケットであってもよい。
【０１１４】
　Ｓ３０５．サーバは、位置情報に基づきＩＰアドレスを端末デバイスに割り当て、ＩＰ
アドレスは、端末デバイスによって送られる第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使
用される。
【０１１５】
　具体的に、ＩＰアドレスは、端末デバイスの位置情報に基づきサーバによって割り当て
られる。例えば、図１に示されるサーバ１０９は、次の情報を保持する：第１エリアに位
置する端末デバイスが、基地局１０５を含む１つ以上の基地局を使用することによってネ
ットワークにアクセスし、第１エリア内の１つ以上の基地局が、第１ネットワーク内の転
送デバイス１０２と通信し、第１ＩＰサブネット・セグメントが、転送デバイス１０２に
対応している。サーバ１０９は、次の情報を更に保持する：第２エリアに位置する端末デ
バイスが、基地局１０６を含む１つ以上の基地局を使用することによってネットワークに
アクセスし、第２エリア内の１つ以上の基地局が、第１ネットワーク内の転送デバイス１
０３と通信し、第２ＩＰサブネット・セグメントが、転送デバイス１０３に対応している
。サーバ１０９は、第１パケットに含まれる位置情報に基づき、端末デバイス１０８の位
置が第１エリアにあると決定し、従って、第１ＩＰサブネット・セグメントから、ＩＰア
ドレスが端末デバイスの発信元ＩＰアドレスであると決定する。
【０１１６】
　Ｓ３０６．サーバは、第５パケットを端末デバイスへ送り、第５パケットは、ＩＰアド
レスを含む。
【０１１７】
　相応して、端末デバイスは、第５パケットを受信する。
【０１１８】
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　例えば、第５パケットと、Ｓ３０３における第２パケットとは、同じパケットであって
よく、あるいは、異なるパケットであってもよい。
【０１１９】
　Ｓ３０７．端末デバイスは、第３パケットを転送デバイスへ送り、第３パケットは、ネ
ットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、転送デバイ
スに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用する
よう指示するために使用される。第３パケットの発信元ＩＰアドレスは、ＩＰアドレスで
ある。
【０１２０】
　例えば、Ｓ３０７で、第３パケットの発信元ＩＰアドレス以外の他の部分の実施は、図
２におけるＳ２１２と同じである。
【０１２１】
　図１における適用シナリオが依然として例として使用される。第３パケットを送る場合
に、端末デバイス１０８は、基地局１０５を使用することによって依然としてネットワー
クにアクセスするか、あるいは、転送デバイス１０２と通信する他の基地局を使用するこ
とによって依然としてネットワークにアクセスする、と想定される。第３パケットを送る
場合に、端末デバイスは、サーバによって割り当てられ、第３パケットの発信元ＩＰアド
レスとしてＳ３０６で受信されるＩＰアドレスを使用する。
【０１２２】
　このように、遠隔のデバイスが第３パケットのための応答パケットを端末デバイス１０
８へ送出し、応答パケットがコア・ネットワークのゲートウェイを使用することによって
第１ネットワーク１０１へ送られる場合に、第１ネットワーク内の転送デバイスは、転送
テーブルに基づき応答パケットを転送デバイス１０２へ転送してよく、転送デバイス１０
２は、応答パケットを基地局１０５又は、転送デバイスと通信する他の基地局へ送って、
応答パケットが端末デバイス１０８へ送られるようにする。任意に、コア・ネットワーク
のゲートウェイが戻りパケットを端末デバイス１０８へ送出する場合に、戻りパケットも
、ネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによって転送デバイス１０２へ
送られる。
【０１２３】
　前述のソリューションにおいて、基地局１０５は、コア・ネットワーク内のゲートウェ
イとＧＰＲＳトンネルを予め確立し、転送が実行される前に、端末デバイス１０８によっ
て送られたデータに対してカプセル化及びＩＰカプセル化を実行する必要がない。代わり
に、基地局１０５は、端末デバイス１０８によって送られた第３パケットを無線信号の形
から有線信号の形へ変換し、物理層カプセル化及びデータリンク層カプセル化を実行しさ
えすればよく、それから、第３パケットを第１ネットワーク内の転送デバイスへ送出する
ことができる。従って、前述のソリューションは、基地局１０５によって必要とされる計
算能力の要件を大いに低減し、夫々の基地局の費用を削減し、それにより、低コストのマ
クロ基地局が配置され得る。
【０１２４】
　確かに、当業者は、発信元ＩＰアドレスがＳ３０４及びＳ３０５で端末デバイスの位置
情報に基づき割り当てられるところの解決法が、他のデバイス及び端末デバイスによって
実施されてよいと理解し得る。端末デバイスは、Ｓ３０１でサービス識別子を送出する機
能を有さなくてもよく、他のデバイスは、ネットワーク・スライスを決定する機能を有さ
なくてもよく、ただ、位置情報に基づき発信元ＩＰアドレスを割り当てる機能を有するだ
けである。この例においては、発信元ＩＰアドレスの機能は、Ｓ３０７における第３パケ
ットの発信元ＩＰアドレスのそれと同じである。
【０１２５】
　図４は、本願の実施形態に従う更なる他のパケット処理方法のフローチャートを示す。
例えば、方法は、図１に示される適用シナリオに適用されてよい。図４の方法における端
末デバイスは、図１に示される端末デバイス１０８であってよい。図４に示される制御デ
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バイスは、図１に示される制御デバイス１１０であってよい。図４の方法におけるサーバ
は、図１に示されるサーバ１０９であってよい。方法は、次のステップを含む。
【０１２６】
　Ｓ４０１．制御デバイスは、サーバによって送られた第１パケットを受信し、第１パケ
ットは、ネットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、
ネットワーク・スライスを識別するために使用される。
【０１２７】
　例えば、Ｓ４０１の実施は、図２に示されるＳ２０７のそれと同じである。Ｓ４０１に
おける第１パケットは、Ｓ２０７における第４パケットであってよい。
【０１２８】
　Ｓ４０２．制御デバイスは、ネットワーク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク
・スライスのパラメータ情報を決定する。
【０１２９】
　例えば、Ｓ４０２の実施は、図２に示されるＳ２０８のそれと同じである。
【０１３０】
　Ｓ４０３．制御デバイスは、パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッジ
・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノードへの転送パスを計算し、第１エッジ
・ノードは、端末デバイスによって送られたパケットを第１ネットワークへ送るよう構成
され、第２エッジ・ノードは、端末デバイスによって送られたパケットを第２ネットワー
クへ送るよう構成される。
【０１３１】
　例えば、Ｓ４０３の実施は、図２に示されるＳ２０９のそれ及びＳ２１０のそれと同じ
である。例えば、制御デバイスがＳ４０３において転送パスを決定することは、制御デバ
イスによって転送パスを計算し、転送パスに関する情報を転送デバイスへ送ることを含ん
でよい。
【０１３２】
　任意に、パラメータ情報は、ＱｏＳパラメータを含み、相応して、制御デバイスは、Ｑ
ｏＳパラメータに基づき転送パスを決定する。
【０１３３】
　任意に、第１パケットは、端末デバイスの位置情報を更に含み、制御デバイスがＳ４０
３を実行する前に、方法は、制御デバイスによって位置情報に基づき第１エッジ・ノード
を決定することを含む。
【０１３４】
　例えば、ネットワーク・アーキテクチャは図１に示される。第１ネットワーク１０１は
トランスポート・ネットワークであり、第２ネットワーク１０７はコア・ネットワークで
ある。制御デバイス１１０は、端末デバイス１０８の位置情報に基づき、端末デバイス１
０８が基地局１０５を使用することによってネットワークにアクセスし、基地局１０５が
パケットを第１ネットワーク１０１内の転送デバイス１０２へ送り、パケットが第１ネッ
トワーク１０１において転送されると決定し、それにより、制御デバイス１１０は、第１
エッジ・ノードが転送デバイス１０２であると決定する。可能な例において、位置情報は
、端末デバイスのＧＰＳ情報であってよい。制御デバイスは、端末デバイスのＧＰＳ情報
に基づき、端末デバイスが基地局を使用することによってネットワークにアクセスすると
決定する。他の可能な例においては、位置情報は、図３の方法を使用することによってサ
ーバによって端末デバイスに割り当てられたＩＰアドレスである。図３の方法において、
ＩＰアドレスは、端末デバイスの位置に基づき割り当てられる。従って、制御デバイスは
、ＩＰアドレス、例えば、ＩＰアドレスのサブネット・セグメントに基づき、端末デバイ
スのパケットを第１ネットワークへ転送するために使用される特定のエッジ転送デバイス
を決定し得る。
【０１３５】
　任意に、パラメータ情報は、第２エッジ・ノードの識別子を含み、制御デバイスがＳ４
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０３を実行する前に、方法は、制御デバイスによってパラメータ情報に基づき第２エッジ
・ノードを決定することを含む。
【０１３６】
　例えば、なお依然として、図１において第１ネットワーク１０１がトランスポート・ネ
ットワークであり且つ第２ネットワーク１０７がコア・ネットワークであるところの例に
おいて、第１ネットワーク１０１は、異なるサービス・パケットを異なるコア・ネットワ
ークのゲートウェイへ転送する必要がある。Ｓ２０８におけるネットワーク・スライスの
パラメータ情報は、サービスが送られる必要があるコア・ネットワークのゲートウェイの
アドレスを含み、サービスは、ネットワーク・スライスを使用することによって転送され
る。Ｓ２０９で、制御デバイス１１０は、関連する転送エントリに基づき、第１ネットワ
ーク１０１にある転送デバイス１０４がパケットをコア・ネットワークのゲートウェイへ
送出し得ると決定し、それにより、制御デバイス１１０は、転送デバイス１０４が第２エ
ッジ・ノードであると決定する。
【０１３７】
　Ｓ４０４．制御デバイスは、転送パスに含まれる転送リソースをネットワーク・スライ
スの転送リソースに加え、転送パスは、ネットワーク・スライスの識別子を運ぶパケット
を転送するために使用される。
【０１３８】
　Ｓ４０４の実施は、図２に示されるＳ２１１のそれと同じである。
【０１３９】
　任意に、方法は、Ｓ４０５．制御デバイスが位置情報に基づきＩＰアドレスを端末デバ
イスに割り当てることを更に含む。ＩＰアドレスは、端末デバイスによって送られる第３
パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【０１４０】
　例えば、Ｓ４０５でＩＰアドレスを端末デバイスに割り当てる方法は、図３のＳ３０５
におけるそれと同じであってよい。確かに、方法は、制御デバイスによってＩＰアドレス
を端末デバイスへ送ることを更に含む。具体的に、図３のＳ３０５又は図４のＳ４０５で
、端末デバイスの位置情報に基づき発信元ＩＰアドレスを端末デバイスに割り当てるステ
ップは、図１に示されるサーバ１０９によって実施されてもよく、あるいは、図１に示さ
れる制御デバイス１１０によって実施されてもよい。Ｓ４０５で、第１パケットの位置情
報は、端末デバイス１０８からサーバ１０９によって受け取られてよく、制御デバイス１
１０へ送られるか、あるいは、端末デバイス１０８から制御デバイス１１０によって受け
取られてもよい。
【０１４１】
　任意に、方法は、制御デバイスによって端末デバイスの識別子に基づき第２パケットを
端末デバイスへ送ることを更に含み、第２パケットは、ネットワーク・スライスの識別子
を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによって第３パケットに加え
られ、第１エッジ・ノードへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子は、第１エッジ・
ノードに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用
するよう指示するために使用される。
【０１４２】
　前述のソリューションにおいて、制御デバイスは、サーバによって送られたネットワー
ク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク・スライスのパラメータ情報を満足する転
送パスを動的に確立して、制御デバイスが、ネットワーク内のサービス要件に基づき、ネ
ットワーク・スライスのための転送リソースを動的に決定し得るようにする。このように
、ネットワーク内の転送リソースは、異なる期間において要件に基づき異なるネットワー
ク・スライスのパケットを転送するために使用され得る。ネットワーク・スライスの転送
要件が変化する場合に、制御デバイスは、ネットワーク・スライスの転送リソースを直ち
に調整して、転送リソースを節約しながらネットワーク内の転送リソースが十分に使用さ
れ得るようにすることができる。加えて、ネットワーク・スライスのパラメータ情報が変
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化する場合に、制御デバイスは、パラメータ情報の変化に基づき適時に然るべくネットワ
ーク・スライスにおける転送リソースを調整して、ネットワーク柔軟性を改善し得る。
【０１４３】
　図５は、本願の実施形態に従う別の他のパケット処理方法のフローチャートを示す。例
えば、方法は、図１に示される適用シナリオに適用されてよい。図５の方法における端末
デバイスは、図１に示される端末デバイス１０８であってよい。図５に示される制御デバ
イスは、図１に示される制御デバイス１１０であってよい。図５の方法におけるサーバは
、図１に示されるサーバ１０９であってよい。方法は、次のステップを含む。
【０１４４】
　Ｓ５０１．端末デバイスは、第１パケットをサーバへ送り、第１パケットは、端末デバ
イスのサービス識別子を含み、第１パケットは、サービス識別子に対応するネットワーク
・スライスの識別子をサーバに要求するために使用される。
【０１４５】
　例えば、Ｓ５０１の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０１のそれと同じであってよ
い。
【０１４６】
　Ｓ５０２．端末デバイスは、サーバによって送られた第２パケットを受信し、第２パケ
ットは、ネットワーク・スライスの識別子を含む。
【０１４７】
　例えば、Ｓ５０２の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０４のそれと同じであってよ
い。
【０１４８】
　Ｓ５０３．端末デバイスは、第３パケットを転送デバイスへ送り、第３パケットは、ネ
ットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、転送デバイ
スに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用する
よう指示するために使用される。
【０１４９】
　例えば、Ｓ５０３の具体的な実施は、図２に示されるＳ２１２のそれと同じであってよ
い。
【０１５０】
　任意に、ネットワーク・スライスの識別子は、第３パケットの仮想ローカル・エリア・
ネットワークＶＬＡＮタグにおいて運ばれる。
【０１５１】
　任意に、図５に示される方法は、Ｓ５０４及びＳ５０５を更に含む。
【０１５２】
　Ｓ５０４．端末デバイスは、第４パケットをサーバへ送り、第４パケットは、端末デバ
イスの位置情報を含み、第４パケットは、ＩＰアドレスをサーバに要求するために使用さ
れる。
【０１５３】
　例えば、Ｓ５０４の具体的な実施は、図３に示されるＳ３０４のそれと同じであってよ
い。
【０１５４】
　Ｓ５０５．端末デバイスは、サーバによって送られた第５パケットを受信し、第５パケ
ットはＩＰアドレスを含み、ＩＰアドレスは、端末デバイスによって送られる第３パケッ
トの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【０１５５】
　例えば、Ｓ５０５の具体的な実施は、図３に示されるＳ３０６のそれと同じであってよ
い。
【０１５６】
　前述のソリューションにおいて、サービスを送出する前に、端末デバイスは、ネットワ
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ーク・スライスの識別子をサービス・タイプに基づき端末デバイスに割り当てるようサー
バに要求し、ネットワーク・スライスの識別子をサービス・パケットに加えて、パケット
がネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによって転送されるようにする
。ネットワーク・スライスにおける転送パスは、端末デバイスによって送出されることに
なっているサービスによって必要とされる特性に基づき構成される。従って、ネットワー
クは、異なる端末デバイスのサービスのために異なるサービスを提供して、ネットワーク
柔軟性及び転送品質を改善することができる。
【０１５７】
　図６は、本願の実施形態に従う更に別の他のパケット処理方法のフローチャートである
。例えば、方法は、図１に示される適用シナリオに適用されてよい。図６の方法における
端末デバイスは、図１に示される端末デバイス１０８であってよい。図６に示される制御
デバイスは、図１に示される制御デバイス１１０であってよい。図６の方法におけるサー
バは、図１に示されるサーバ１０９であってよい。方法は、次のステップを含む。
【０１５８】
　Ｓ６０１．サーバは、端末デバイスによって送られた第１パケットを受信し、第１パケ
ットは、端末デバイスのサービス識別子を含む。
【０１５９】
　例えば、Ｓ６０１の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０２のそれと同じであってよ
い。
【０１６０】
　Ｓ６０２．サーバは、サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関
係のエントリに基づき、ネットワーク・スライスの識別子を決定する。
【０１６１】
　例えば、Ｓ６０２の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０３のそれと同じであってよ
い。
【０１６２】
　Ｓ６０３．サーバは、第２パケットを端末デバイスへ送り、第２パケットは、ネットワ
ーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによ
って第３パケットに付加され、転送デバイスへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子
は、転送デバイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソ
ースを使用するよう指示するために使用される。
【０１６３】
　例えば、Ｓ６０３の具体的な実施は、図２に示されるＳ２０４のそれと同じであってよ
い。
【０１６４】
　任意に、第１パケットは、端末デバイスの位置情報を含み、図６に示される方法はＳ６
０４を更に含む。
【０１６５】
　Ｓ６０４．サーバは、位置情報に基づきＩＰアドレスを端末デバイスに割り当て、ＩＰ
アドレスは、端末デバイスによって送られる第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使
用される。
【０１６６】
　例えば、Ｓ６０４の具体的な実施は、図２に示されるＳ３０５のそれと同じであってよ
い。
【０１６７】
　前述のソリューションにおいて、サーバは、端末デバイスのサービス要件に基づき、対
応するネットワーク・スライスの識別子を端末デバイスへ割り当てて、端末デバイスによ
って送出されるサービスが、ネットワーク・スライスの転送リソースを使用することによ
って転送されるようにする。ネットワーク・スライスにおける転送パスは、端末デバイス
によって送出されることになっているサービスによって必要とされる特性に基づき、構成
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される。従って、ネットワークは、異なる端末デバイスのサービスのために異なるサービ
スを提供して、ネットワーク柔軟性及び転送品質を改善することができる。
【０１６８】
　図７は、本願の実施形態に従う制御デバイスの略構造図である。この実施形態で提供さ
れる制御デバイス７００は、制御デバイスの機能を実装するよう、図２及び図４における
実施形態の方法に適用されてよい。
【０１６９】
　図７に示されるように、制御デバイス７００は、プロセッサ７０１及びネットワーク・
インターフェイス７０２を含む。任意に、制御デバイス７００は、メモリ７０３を更に含
む。
【０１７０】
　プロセッサ７０１は、中央演算処理装置（英語：central　processing　unit，略して
ＣＰＵ）、ネットワーク・プロセッサ（英語：network　processor，略してＮＰ）、特定
用途向け集積回路（英語：application-specific　integrated　circuit，略してＡＳＩ
Ｃ）、及びプログラム可能論理デバイス（英語：programmable　logic　device，略して
ＰＬＤ）のうちの１つ以上を含むが制限されない。前述のＰＬＤは、結合プログラム可能
論理回路（英語：complex　programmable　logic　device，略してＣＰＬＤ）、フィール
ド・プログラマブル・ゲート・アレイ（英語：field-programmable　gate　array，略し
てＦＰＧＡ）、汎用アレイ・ロジック（英語：generic　array　logic，略してＧＡＬ）
、又はそれらのいずれかの組み合わせであってよい。
【０１７１】
　ネットワーク・インターフェイス７０２は、有線インターフェイス、例えば、ファイバ
分散データ・インターフェイス（英語：Fiber　Distributed　Data　Interface，略して
ＦＤＤＩ）又はイーサネット（英語：Ethernet）インターフェイスであってよい。代替的
に、ネットワーク・インターフェイス７０２は、無線インターフェイス、例えば、無線ロ
ーカル・エリア・ネットワーク・インターフェイスであってよい。
【０１７２】
　メモリ７０３は、三値連想メモリ（英語：ternary　CAM，略してＴＣＡＭ）のような連
想メモリ（英語：content-addressable　memory，略してＣＡＭ）、又はランダム・アク
セス・メモリ（英語：random-access　memory，略してＲＡＭ）を含んでよいが制限され
ない。
【０１７３】
　代替的に、メモリ７０３は、プロセッサ７０１に組み込まれてもよい。メモリ７０３及
びプロセッサ７０１が相互に独立したデバイスである場合に、メモリ７０３は、プロセッ
サ７０１に接続される。例えば、メモリ７０３及びプロセッサ７０１は、バスを使用する
ことによってお互いと通信し得る。ネットワーク・インターフェイス７０２及びプロセッ
サ７０１は、バスを使用することによってお互いと通信してよく、ネットワーク・インタ
ーフェイス７０２は、プロセッサ７０１へ直接接続されてよい。
【０１７４】
　プロセッサ７０１は：
　ネットワーク・インターフェイス７０２を使用することによって、サーバによって送ら
れた第１パケットを受信し、第１パケットがネットワーク・スライスの識別子を含み、ネ
ットワーク・スライスの識別子がネットワーク・スライスを識別するために使用され；
　ネットワーク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク・スライスのパラメータ情報
を決定し；
　パラメータ情報に基づき、第１ネットワークの第１エッジ・ノードから第１ネットワー
クの第２エッジ・ノードへの転送パスを決定し、第１エッジ・ノードが、端末デバイスに
よって送られたパケットを第１ネットワークへ送るよう構成され、第２エッジ・ノードが
、端末デバイスによって送られたパケットを第２ネットワークへ送るよう構成され；
　転送パスに含まれる転送リソースをネットワーク・スライスの転送リソースに加え、転
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送パスが、ネットワーク・スライスの識別子を運ぶパケットを転送するために使用される
　よう構成される。
【０１７５】
　制御デバイス７００によって実装され得る他の更なる機能、及び制御デバイス７００が
他のデバイスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態における制御デバイス
の記載を参照されたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０１７６】
　図８は、本願の実施形態に従う制御デバイスの略構造図である。この実施形態で提供さ
れる制御デバイス８００は、制御デバイスの機能を実装するよう、図２及び図４における
実施形態の方法に適用されてよい。
【０１７７】
　図８に示されるように、制御デバイス８００は、受信ユニット８０１、決定ユニット８
０２、パス確立ユニット８０３、及び処理ユニット８０４を含む。
【０１７８】
　受信ユニット８０１は、サーバによって送られた第１パケットを受信するよう構成され
、第１パケットは、ネットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの
識別子は、ネットワーク・スライスを識別するために使用される。
【０１７９】
　決定ユニット８０２は、受信ユニット８０１によって受信された第１パケットに含まれ
るネットワーク・スライスの識別子に基づき、ネットワーク・スライスのパラメータ情報
を決定するよう構成される。
【０１８０】
　パス確立ユニット８０３は、決定ユニット８０２によって決定されたパラメータ情報に
基づき、第１ネットワークの第１エッジ・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノ
ードへの転送パスを決定するよう構成され、第１エッジ・ノードは、端末デバイスによっ
て送られたパケットを第１ネットワークへ送るよう構成され、第２エッジ・ノードは、端
末デバイスによって送られたパケットを第２ネットワークへ送るよう構成される。
【０１８１】
　処理ユニット８０４は、パス確立ユニット８０３によって決定された転送パスに含まれ
る転送リソースをネットワーク・スライスの転送リソースに加えるよう構成され、転送パ
スは、ネットワーク・スライスの識別子を運ぶパケットを転送するために使用される。
【０１８２】
　任意に、第１パケットは、端末デバイスの識別子を更に含み、制御デバイス８００は、
送信ユニット（図８に図示せず。）を更に含み、送信ユニットは、受信ユニット８０１に
よって受信される端末デバイスの識別子に基づき、第２パケットを端末デバイスへ送るよ
う構成され、第２パケットは、ネットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・
スライスの識別子は、端末デバイスによって第３パケットに加えられ、第１エッジ・ノー
ドへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子は、第１エッジ・ノードに、第３パケット
を転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために
使用される。
【０１８３】
　任意に、第１パケットは、端末デバイスの位置情報を更に含み、パス確立ユニット８０
３は、第１ネットワークの第１エッジ・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノー
ドへの転送パスを決定する前に、位置情報に基づき第１エッジ・ノードを決定するよう更
に構成される。
【０１８４】
　任意に、決定ユニット８０２は、第１パケットに含まれる位置情報に基づきＩＰアドレ
スを端末デバイスに割り当てるよう更に構成され、ＩＰアドレスは、端末デバイスによっ
て送られる第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使用される。
【０１８５】
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　任意に、パラメータ情報は、第２エッジ・ノードの識別子を含み、パス確立ユニット８
０３は、第１ネットワークの第１エッジ・ノードから第１ネットワークの第２エッジ・ノ
ードへの転送パスを決定する前に、パラメータ情報に基づき第２エッジ・ノードを決定す
るよう更に構成される。
【０１８６】
　例えば、図８に示される制御デバイス８００は、図７に示される制御デバイス７００で
あってよい。受信ユニット８０１は、ネットワーク・インターフェイス７０２であってよ
い。決定ユニット８０２、パス確立ユニット８０３、及び処理ユニット８０４は、プロセ
ッサ７０１であってよい。
【０１８７】
　制御デバイス８００によって実装され得る他の更なる機能、及び制御デバイス８００が
他のデバイスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態における制御デバイス
の記載を参照されたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０１８８】
　図９は、本願の実施形態に従う端末デバイスの略構造図である。この実施形態で提供さ
れる端末デバイス９００は、端末デバイスの機能を実装するよう、図２、図３、及び図５
における実施形態の方法に適用されてよい。
【０１８９】
　図９に示されるように、端末デバイス９００は、プロセッサ９０１、送信器９０２、及
び受信器９０３を含む。任意に、端末デバイス９００は、メモリ９０４を更に含む。
【０１９０】
　プロセッサ９０１は、ＣＰＵ、ＮＰ、ＡＳＩＣ、及びＰＬＤのうちの１つ以上を含むが
制限されない。前述のＰＬＤは、ＣＰＬＤ、ＦＰＧＡ、ＧＡＬ、又はそれらのいずれかの
組み合わせであってよい。
【０１９１】
　送信器９０２は、無線インターフェイスであってよい。例えば、送信器は、出力サンプ
ルを（例えば、アナログ変換、フィルタリング、増幅、及びアップコンバージョンを通じ
て）調整し、アップリンク信号を生成し、アップリンク信号は、アンテナを使用すること
によって送信される。
【０１９２】
　受信器９０３は、無線インターフェイスであってよい。例えば、ダウンリンクにおいて
、受信器は、アンテナから受信された信号を（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコ
ンバージョン、及びデジタル化を通じて）調整する。
【０１９３】
　メモリ９０４は、ＣＡＭ、例えば、ＴＣＡＭ、又はＲＡＭを含んでよいが制限されない
。
【０１９４】
　プロセッサ９０１は：
　送信器９０２を使用することによって第１パケットをサーバへ送り、第１パケットが端
末デバイスのサービス識別子を含み、第１パケットが、サービス識別子に対応しているネ
ットワーク・スライスの識別子をサーバに要求するために使用され；
　受信器９０３を使用することによって、サーバによって送られた第２パケットを受信し
、第２パケットがネットワーク・スライスの識別子を含み；
　送信器９０２を使用することによって第３パケットを転送デバイスへ送り、第３パケッ
トがネットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子が、転送
デバイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使
用するよう指示するために使用される
　よう構成される。
【０１９５】
　端末デバイス９００によって実装され得る他の更なる機能、及び端末デバイス９００が
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他のデバイスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態における端末デバイス
の記載を参照されたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０１９６】
　図１０は、本願の実施形態に従う端末デバイスの略構造図である。この実施形態で提供
される端末デバイス１０００は、端末デバイスの機能を実装するよう、図２、図３、及び
図５における実施形態の方法に適用されてよい。
【０１９７】
　図１０に示されるように、端末デバイス１０００は、送信ユニット１００１及び受信ユ
ニット１００２を含む。
【０１９８】
　送信ユニット１００１は、第１パケットをサーバへ送るよう構成され、第１パケットは
、端末デバイスのサービス識別子を含み、第１パケットは、サービス識別子に対応してい
るネットワーク・スライスの識別子をサーバに要求するために使用される。
【０１９９】
　受信ユニット１００２は、送信ユニット１００１が第１パケットを送出した後に、サー
バによって送られた第２パケットを受信するよう構成され、第２パケットは、ネットワー
ク・スライスの識別子を含む。
【０２００】
　送信ユニット１００１は、受信ユニット１００２が第２パケットを受信した後に、第３
パケットを転送デバイスへ送るよう構成され、第３パケットは、ネットワーク・スライス
の識別子であって、受信ユニットによって受信される識別子を含み、ネットワーク・スラ
イスの識別子は、転送デバイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライ
スの転送リソースを使用するよう指示するために使用される。
【０２０１】
　任意に、送信ユニット１００１は、第３パケットを送出する前に、第４パケットをサー
バへ送るよう更に構成され、第４パケットは、端末デバイスの位置情報を含み、第４パケ
ットは、ＩＰアドレスをサーバに要求するために使用される。
【０２０２】
　受信ユニット１００２は、送信ユニット１００１が第４パケットを送出した後に、サー
バによって送られた第５パケットを受信するよう更に構成され、第５パケットは、ＩＰア
ドレスを含み、ＩＰアドレスは、端末デバイスによって送られる第３パケットの発信元Ｉ
Ｐアドレスとして使用される。
【０２０３】
　例えば、図１０に示される端末デバイス１０００は、図９に示される端末デバイス９０
０であってよい。送信ユニット１００１は、送信器９０２であってよく、受信ユニット１
００２は、受信器９０３であってよい。
【０２０４】
　端末デバイス１０００によって実装され得る他の更なる機能、及び端末デバイス１００
０が他のデバイスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態における端末デバ
イスの記載を参照されたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０２０５】
　図１１は、本願の実施形態に従うサーバの略構造図である。この実施形態で提供される
サーバ１１００は、サーバの機能を実装するよう、図２、図３、及び図６における実施形
態の方法に適用されてよい。
【０２０６】
　図１１に示されるように、サーバ１１００は、プロセッサ１１０１及びネットワーク・
インターフェイス１１０２を含む。任意に、サーバ１１００は、メモリ１１０３を更に含
む。
【０２０７】
　プロセッサ１１０１は、ＣＰＵ、ＮＰ、ＡＳＩＣ、及びＰＬＤのうちの１つ以上を含む
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が制限されない。前述のＰＬＤは、ＣＰＬＤ、ＦＰＧＡ、ＧＡＬ、又はそれらのいずれか
の組み合わせであってよい。
【０２０８】
　ネットワーク・インターフェイス１１０２は、有線インターフェイス、例えば、ＦＤＤ
Ｉ又はイーサネット・インターフェイスであってよい。代替的に、ネットワーク・インタ
ーフェイス７０２は、無線インターフェイス、例えば、無線ローカル・エリア・ネットワ
ーク・インターフェイスであってよい。
【０２０９】
　メモリ１１０３は、ＣＡＭ、例えば、ＴＣＡＭ、又はＲＡＭを含んでよいが制限されな
い。
【０２１０】
　代替的に、メモリ１１０３は、プロセッサ１１０１に組み込まれてもよい。メモリ１１
０３及びプロセッサ１１０１が相互に独立したデバイスである場合に、メモリ１１０３は
、プロセッサ１１０１に接続される。例えば、メモリ１１０３及びプロセッサ１１０１は
、バスを使用することによってお互いと通信し得る。ネットワーク・インターフェイス１
１０２及びプロセッサ１１０１は、バスを使用することによってお互いと通信してよく、
ネットワーク・インターフェイス１１０２は、プロセッサ１１０１へ直接接続されてよい
。
【０２１１】
　プロセッサ１１０１は：
　ネットワーク・インターフェイス１１０２を使用することによって、端末デバイスによ
って送られた第１パケットを受信し、第１パケットが端末デバイスのサービス識別子を含
み；
　サービス識別子とネットワーク・スライスとの間のマッピング関係のエントリに基づき
、ネットワーク・スライスの識別子を決定し；
　ネットワーク・インターフェイス１１０２を使用することによって、第２パケットを端
末デバイスへ送り、第２パケットがネットワーク・スライスの識別子を含み、ネットワー
ク・スライスの識別子が、端末デバイスによって第３パケットに加えられ、転送デバイス
へ送られ、ネットワーク・スライスの識別子が、転送デバイスに、第３パケットを転送す
るためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用するよう指示するために使用され
る
　よう構成される。
【０２１２】
　サーバ１１００によって実装され得る他の更なる機能、及びサーバ１１００が他のデバ
イスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態におけるサーバの記載を参照さ
れたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０２１３】
　図１２は、本願の実施形態に従うサーバの略構造図である。この実施形態で提供される
サーバ１２００は、サーバの機能を実装するよう、図２、図３、及び図６における実施形
態の方法に適用されてよい。
【０２１４】
　図１２に示されるように、サーバ１２００は、受信ユニット１２０１、決定ユニット１
２０２、及び送信ユニット１２０３を含む。
【０２１５】
　受信ユニット１２０１は、端末デバイスによって送られた第１パケットを受信するよう
構成され、第１パケットは、端末デバイスのサービス識別子を含む。
【０２１６】
　決定ユニット１２０２は、受信ユニット１２０１によって受信されるサービス識別子と
ネットワーク・スライスとの間のマッピング関係のエントリに基づき、ネットワーク・ス
ライスの識別子を決定するよう構成される。
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【０２１７】
　送信ユニット１２０３は、第２パケットを端末デバイスへ送るよう構成され、第２パケ
ットは、ネットワーク・スライスの識別子であって、決定ユニット１２０２によって決定
される識別子を含み、ネットワーク・スライスの識別子は、端末デバイスによって第３パ
ケットに加えられ、転送デバイスへ送られ、ネットワーク・スライスの識別子は、転送デ
バイスに、第３パケットを転送するためにネットワーク・スライスの転送リソースを使用
するよう指示するために使用される。
【０２１８】
　任意に、第１パケットは、端末デバイスの位置情報を更に含み、決定ユニット１２０２
は、位置情報に基づきＩＰアドレスを端末デバイスに割り当てるよう更に構成され、ＩＰ
アドレスは、端末デバイスによって送られる第３パケットの発信元ＩＰアドレスとして使
用される。
【０２１９】
　例えば、図１２に示されるサーバ１２００は、図１１に示されるサーバ１１００であっ
てよい。受信ユニット１２０１及び送信ユニット１２０３は、ネットワーク・インターフ
ェイス１１０２であってよい。決定ユニット１２０２は、プロセッサ１１０１であってよ
い。
 
【０２２０】
　サーバ１２００によって実装され得る他の更なる機能、及びサーバ１２００が他のデバ
イスと相互作用するプロセスについては、方法の実施形態におけるサーバの記載を参照さ
れたい。詳細については、ここではかさねて記載されない。
【０２２１】
　本明細書中の実施形態は全てが進歩的な方法で記載され、実施形態中の同じ又は類似し
た部分については、それらの実施形態を参照されたく、夫々の実施形態は、他の実施形態
との相違点に重点を置いている。特に、システムの実施形態は、基本的に、方法の実施形
態と同様であり、従って、簡単に記載される。関連する部分については、方法の実施形態
における部分的な記載を参照されたい。
【０２２２】
　明らかに、当業者は、本願の適用範囲から外れることなしに、本願に対して様々な変更
及び変形を行うことができる。本願は、本願のそれらの変更及び変形を、それらが後続の
特許請求の範囲及びそれらの同等の技術によって定義される保護の範囲内にあるという条
件で、カバーするよう意図される。
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